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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

【
要
約
】
　
律
令
時
代
の
郡
家
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
交
通
の
便
に
優
れ
た
場
所
に
置
か
れ
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
多

く
は
郡
家
と
交
通
路
と
の
近
接
性
を
漠
然
と
説
く
も
の
で
あ
り
、
郡
家
が
い
か
な
る
意
味
で
交
通
の
便
に
優
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
協
お
よ
び
各
地
の
郡
家
遺
跡
の
検
討
を
通
じ
て
、
郡
家
建
設
の
際

に
重
視
さ
れ
て
い
た
条
件
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
郡
家
建
設
の
際
に
は
、
郡
内
交
逓
以
上
に
一
郡
レ
ベ
ル
以
上
の
広
域
交
通
の
便
が
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
国
府
成
立
以
前
に
創
設
さ
れ
た
郡
家
に
つ
い
て
は
、
国
の
領
域
的
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
各
地
域
の
幹
線
交
通
路

沿
い
に
立
地
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
郡
家
立
地
に
お
い
て
国
内
交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
国
府
成
立
以
降
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
三
巻
一
号
　
二
〇
〇
〇
年
一
月

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
律
令
国
家
に
お
け
る
地
方
行
政
機
構
を
担
っ
て
い
た
郡
家
の
遺
趾
探
求
は
、
永
ら
く
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
主
要
な
関
心
テ
ー
マ
の
一
つ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
り
、
「
コ
オ
リ
」
地
名
を
は
じ
め
と
す
る
郡
家
関
係
地
名
や
白
鳳
寺
院
蛙
の
存
在
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
各
地
で
郡
家
所
在
地
を
推
定
す
る

試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
国
単
位
で
郡
家
所
在
地
を
推
定
し
た
い
く
つ
か
の
研
究
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
郡
家
立
地
の
一
般
的
特
色
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

諸
国
の
郡
家
が
交
通
路
に
近
接
し
て
立
地

（1）1



　
一
方
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
開
発
に
伴
う
膨
大
な
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
日
本
各
地
で
郡
家
跡
と
み
ら
れ
る
遺
跡
の
発

見
・
発
掘
が
相
次
い
だ
。
そ
の
結
果
、
考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
発
掘
成
果
を
も
と
に
し
た
郡
家
研
究
が
進
展
し
て
き
た
。
そ

の
内
容
は
、
主
と
し
て
遺
構
に
立
脚
し
た
郡
家
の
構
成
お
よ
び
…
機
能
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
郡
家
の
立
地
に
関
し
て
も
次
の
よ
う
な

指
摘
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
山
中
敏
史
は
、
郡
家
遺
跡
が
在
地
有
力
氏
族
の
本
拠
地
に
営
ま
れ
た
も
の
（
本
拠
地
型
）
、
そ
の
本
拠
地
か
ら
離

れ
て
造
営
さ
れ
た
も
の
（
非
本
拠
地
型
）
を
問
わ
ず
、
「
ほ
と
ん
ど
が
交
通
の
要
衝
に
立
地
し
て
い
る
」
と
し
、
郡
家
建
設
の
際
に
意
図
さ
れ
た

こ
と
と
し
て
「
①
中
央
政
応
や
国
衙
、
隣
接
し
た
他
の
寒
心
・
郡
衙
と
の
交
通
の
う
え
で
、
地
理
的
に
便
利
な
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
こ
と
。
②

評
・
郡
内
各
地
と
の
交
通
に
便
利
で
あ
り
、
物
資
の
集
散
に
適
し
た
地
に
あ
る
こ
と
。
③
国
司
の
部
内
巡
行
や
伝
馬
を
利
用
す
る
公
私
の
往
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
際
、
そ
の
休
憩
・
宿
泊
の
施
設
と
し
て
の
機
能
を
有
効
に
果
た
し
う
る
場
所
に
位
置
す
る
こ
と
」
の
諸
条
件
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
山
中
に
よ
る
指
摘
は
郡
家
と
交
通
路
と
関
連
性
に
加
え
、
郡
家
の
担
っ
て
い
た
諸
機
能
を
踏
ま
え
た
上
で
郡
家
の
立
地
条
件
に
つ
い
て

雷
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
山
中
の
指
摘
す
る
諸
条
件
は
、
各
地
の
郡
家
遺
跡
が
交
通
路
に
近
接
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
の
推
測
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
実
際
に
ど
の
程
度
考
慮
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ

て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
個
別
的
な
郡
家
立
地
に
つ
い
て
の
事
例
検
討
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
｝
国
レ

ベ
ル
で
郡
家
所
在
地
を
傭
黙
し
た
上
で
、
国
府
や
近
隣
郡
家
と
の
位
置
関
係
や
郡
内
諸
郷
と
の
位
置
関
係
か
ら
検
討
す
る
作
業
も
必
要
に
な
っ

て
こ
よ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
山
中
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
郡
家
立
地
の
特
色
お
よ
び
郡
家
建
設
の
際
に
考
慮
さ
れ
た
立
地
条
件
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
り
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
諸
郡
家
の
位
置
や
交
通
路
網
、
お
よ
び
諸
郷
の

分
布
状
況
な
ど
を
一
国
レ
ベ
ル
で
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
出
雲
国
を
と
り
あ
げ
、
各
郡
家
の
国
内
交
通
に
占
め
る
位
置
や
郡
内
豊
郷
と
の
位

置
関
係
を
検
討
し
、
出
雲
国
に
お
け
る
郡
家
立
地
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
に
、
各
地
の
主
要
郡
家
遺
跡
に
つ
い
て
も
目

を
向
け
、
出
雲
国
に
お
け
る
郡
家
立
地
の
特
色
と
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
し
、
郡
家
立
地
の
実
際
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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な
お
本
稿
の
記
述
に
際
し
て
は
、
「
郡
家
扁
の
語
は
、
八
世
紀
の
史
料
の
通
例
に
従
い
、
郡
庁
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
関
連
施
設
に
よ
っ
て
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

成
さ
れ
る
官
衙
域
、
す
な
わ
ち
「
郡
衙
」
と
同
義
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
評
制
段
階
の
郡
家
の
前
身
官
衙
を
指
す
場
合
も
、
本
稿
で

は
立
地
上
の
継
続
性
を
重
視
し
、
「
郡
家
」
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
足
利
健
亮
「
律
令
時
代
に
お
け
る
郡
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
歴
史
地
理
学
　
　
と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
国
府
田
の
概
念
と
の
対
応
で
、
郡
の
役
所
の
周
辺
地
区
を

　
　
紀
要
五
、
一
九
六
三
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
示
す
学
術
用
語
と
し
て
足
利
健
亮
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
。
（
足
利
健
亮
「
郡
衙

　
②
千
田
稔
門
古
代
大
和
国
の
郡
家
と
交
通
路
」
遡
入
文
地
理
学
論
叢
幽
柳
原
書
店
、
　
　
の
境
域
に
つ
い
て
漏
歴
史
研
究
＝
、
一
九
六
九
）
し
か
し
、
近
年
ま
で
の
発
掘

　
　
一
九
七
一
、
中
林
保
「
古
代
美
作
国
の
郡
家
と
交
通
路
」
入
文
地
理
二
七
－
四
、
　
　
　
　
　
成
果
は
、
「
国
府
」
「
郡
家
扁
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
都
市
域
を
想
定
す
る
こ
と
に

　
　
【
九
七
五
、
吉
本
昌
弘
「
古
代
播
磨
国
の
郡
家
」
入
文
地
理
三
五
一
閣
、
一
九
八
　
　
　
　
　
否
定
的
な
結
果
と
な
っ
て
懸
る
。
本
稿
で
は
、
記
述
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、

　
　
三
、
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
あ
え
ず
「
郡
家
」
を
「
郡
衙
扁
と
同
義
の
も
の
と
し
て
扱
う
が
、
「
郡
家
㎏

　
③
山
中
敏
史
『
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
臨
塙
書
房
、
一
九
九
四
、
三
六
八
頁
。
　
　
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
の
用
法
も
含
め
て
改
め
て
検
討
し
直
す
必
要
が
あ

　
④
門
郡
家
」
の
用
語
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
方
八
町
程
度
の
都
市
域
を
持
つ
も
の
　
　
ろ
う
。

律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

二
　
出
雲
国
の
郡
家
立
地

　
ω
出
雲
国
の
郡
家
の
概
要

　
天
平
五
年
（
七
｝
一
一
三
）
に
成
立
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
（
以
下
至
剛
記
圏
）
に
は
、
出
雲
国
内
諸
郡
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
物
・
境
界
の
位
置
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
、
各
郡
家
を
申
心
と
し
た
方
位
・
里
程
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
郡
家
と
郷
の
相
対
的
な
位
置
関
係
や
、
当
時
の
交
通
路
の
状
況
を
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
『
風
土
記
脳
の
記
述
を
も
と
に
、
出
雲
国
九
郡
（
第
1
図
）
の
郡
家
の
立
地
状
況
に
つ
い
て
概
述
し
た
い
。

①
意
宇
郡
家

　
意
宇
郡
家
に
つ
い
て
は
、
巻
末
記
に
「
国
の
東
の
堺
よ
り
西
の
か
た
に
去
る
こ
と
廿
一
里
一
百
八
十
里
に
し
て
、
野
城
の
橋
に
至
る
。
（
中

略
）
又
、
西
の
か
た
廿
一
里
に
し
て
国
の
庁
、
意
宇
の
郡
家
の
北
の
十
字
の
街
に
至
り
、
即
ち
、
分
れ
て
二
つ
の
道
と
為
る
。
；
は
正
西
の
道

（
正
三
道
）
、
一
つ
は
北
に
柾
れ
る
道
（
狂
北
道
）
な
り
。
北
に
上
れ
る
道
は
、
北
の
か
た
去
る
こ
と
四
里
二
百
六
十
歩
に
し
て
、
郡
の
北
の
堺
な
る
朝
酌
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律令晴代の郡家立地に関する一考察（門井）

の
渡
に
至
る
。
渡
は
八
＋
歩
な
り
。
渡
船
一
つ
あ
り
。
（
4
・
略
）
正
西
の
道
は
、
（
中
略
）
（
来
待
橋
よ
り
）
西
の
か
た
～
十
四
里
　
二
十
歩
に
し
て
、
郡
の
堺

　
　
③

に
至
る
。
」
と
あ
り
、
二
番
国
境
か
ら
西
進
し
て
き
た
山
陰
道
は
、
出
雲
国
画
お
よ
び
意
宇
郡
家
の
北
の
十
字
街
で
、
出
雲
郡
に
連
絡
す
る
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

西
道
と
、
嶋
根
郡
に
連
絡
す
る
狂
北
道
と
に
分
岐
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
隠
隠
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
母
里
・
屋
代
・
楯
縫
・
安
来
・
山
国
・
飯
梨
・
舎
人
・
大
草
・
山
代
・
拝
志
・
宍
道
の
一
一
郷
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
に
つ
い
て
は
、
母
里
・
屋
代
・
楯
縫
・
安
来
・
山
国
・
舎
人
の
諸
郷
が
伯
太
川
流
域
、
飯
梨
郷
が
鳳
梨
川
流
域
、
大
草
郷

と
山
城
郷
が
意
宇
川
流
域
、
信
号
郷
が
玉
湯
川
流
域
、
宍
道
湖
岸
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
意
宇
郡
に
お
い
て
は
、
後
に
能
義
郡
と
し
て
分
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
伯
太
川
・
飯
盛
川
流
域
に
一
一
郷
中
七
里
ま
で
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
意
宇
川
流
域
の
二
郷
を
除
く
全
て
の
郷
は
、
郡
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
分
布
し
て
い
た
。
（
第
－
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
鴫
根
郡
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
根
郡
家
は
意
宇
郡
家
の
「
北
の
十
字
の
街
」
で
山
陰
道
か
ら
分
岐
し
た
托
北
道
沿
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
立
地
し
、
さ
ら
に
郡
家
付
近
で
北
方
の
千
酌
駅
家
へ
向
か
う
道
と
、
西
方
の
秋
鹿
郡
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
か
う
道
と
に
分
岐
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

鰍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
根
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
朝
酌
・
山
口
・
手
染
・
美
保
・
方
結
・
加
賀
・
生
馬
・
法

の
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
の
入
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
朝
鳶
・
山
ロ
・
生

骸繍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
・
法
吉
の
諸
郷
が
宍
道
湖
沿
岸
、
手
染
郷
が
中
海
沿
岸
、
美
保
郷
が
美
保
湾
沿
岸
、
方

か隊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
郷
と
加
賀
郷
が
日
本
海
沿
岸
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
美
保
・
方
結
・
加
賀
の
三
郷
は
郡

蹴
　
　
　
　
　
　
　
家
か
ら
一
〇
言
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
が
・
そ
の
他
の
郷
は
郡
家
か
ら
δ
キ
。

至
’

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て
い
た
。
（
第
2
表
）

飢舞

方位 里程 距離（km）

母理郷 東南 39里190歩 21．16

屋代郷 正束 39塁120歩 21．04

楯縫郷 東北 32里180歩 17．41

安来郷 東北 27里180歩 14．74

佳1国郷 東南 32里230歩 17．5

飯梨郷 東南 32塁 17．09

舎人郷 正東 26里 13．88

大草郷 南西 2里120歩 1．28

山代郷 爾北 3里120歩 1．82

拝志郷 正長 21里210歩 11．59

宍道郷 正西 37里 19．76

平均 14．3
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第3表　秋鹿郡家から諸郷への距離第2表　嶋根郡家から諸郷への距離

方位 里程 距離（km） 方位 里程 距離（km）

朝酌郷

R口郷

關�ｽ

?保郷

綷給ｽ

ﾁ賀郷

ｶ馬郷

@吉郷

正当

ｳ韻
ｳ東
ｳ東
ｳ東

k西
ｼ北
ｳ蒲

10里6荏歩

S黒298歩

P0里260歩

Q7里164歩

Q0盤80歩

Q4里160歩

P6里209歩

I4黒230歩

5．45

Q．67

@5．8

P畦．71

P0．82

P3．1

W．92

V．89

恵曇郷

ｽ太郷

蝟?郷

ﾉ二郷

東北

ｼ北
ｳ西
ｳ西

9里40歩

T里120歩

?０里20歩

P4婁200歩

4．88

Q．88

T．38

V．83

平均　　　　　　　　　　　　　5．24

平均　　　　　　　　　　　　　　8．67

③
秋
鹿
郡
家

　
秋
鹿
郡
家
は
狂
北
道
沿
い
に
立
地
し
、
嶋
根
郡
と
楯
縫
郡
に
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
秋
鹿
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
恵
曇
・
多
太
・
大
野
・
伊
農
の
四
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
郷
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
多
太
・
大
野
・
伊
欝
の
諸
郷
が
宍
道
湖
沿
岸
に
拓
け
た
小
河
谷
、
恵
二

郷
が
日
本
海
沿
岸
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
郡
家
か
ら
～
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲

に
分
布
し
て
い
た
。
（
第
3
表
）

④
楯
縫
郡
家

　
楯
縫
郡
家
は
狂
北
道
沿
い
に
立
地
し
、
秋
鹿
郡
と
出
雲
郡
に
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
空
活
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
佐
香
・
面
繋
・
玖
潭
・
沼
田
の
四
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
郷
は
、
宍
道
湖
に
向
か
っ
て
拓
け
た
小
河
谷
に
比
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
楯
縫
郡
家
か
ら
五
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て
い
た
。
（
第
4
表
）

⑤
出
雲
郡
家

　
出
雲
郡
家
は
正
善
道
に
沿
っ
て
立
地
し
、
意
宇
郡
と
神
門
郡
へ
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
狂
北
道
の
項
に
は
「
（
楯
縫
・
出
雲
順
境
か
ら
）
西
の
か
た
一
十
二
型
二
百
二
十
歩
に
し
て
、

出
雲
の
郡
家
の
東
の
邊
な
り
。
即
ち
正
西
の
道
に
入
る
。
」
と
あ
り
、
出
雲
郡
家
の
東
辺
で
、
托
北

道
が
正
西
春
に
合
流
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
出
雲
証
言
お
よ
び
大
原
郡
条
か
ら
は
、

斐
伊
川
に
沿
っ
て
出
雲
・
大
原
両
郡
家
を
連
絡
す
る
交
通
路
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
、
そ
の
道
も
お

そ
ら
く
は
出
雲
郡
家
付
近
で
正
流
道
か
ら
分
岐
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
出
雲
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
健
部
・
魚
沼
・
河
内
・
出
雲
・
杵
築
・
伊
努
・
美
談
・
宇
賀
・
神
戸
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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

の
三
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
健
部
・
漆
沼
・
美
談
・
宇
賀
の
諸
郷
が
宍
道
湖
岸
、
河
内
・
出
雲
・
杵

築
・
伊
努
・
神
戸
の
諸
寺
が
斐
伊
川
流
域
に
比
定
さ
れ
る
が
、
杵
築
郷
を
除
く
八
郷
は
出
雲
郡
家
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て

　
⑨

い
た
。
（
第
5
表
）

⑥
神
門
郡
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
神
門
郡
家
は
正
西
道
に
沿
っ
て
立
地
し
、
出
雲
郡
と
石
見
国
安
濃
郡
に
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
神
門
郡
条
・
飯
石
郡
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
、
両
郡
家
か
ら
神
戸
川
上
流
に
比
定
さ
れ
る
両
夢
境
ま
で
の
里
程
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
神
戸
川
沿
い
に
南
下
し
て
飯
石
郡
家
に
連
絡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
交
通
路
も
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
道
は
、
神
門
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
岸
の
出
雲
市
古
志
町
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
神
門
郡
家
付
近
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
子
道
か
ら
分
岐
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
門
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
朝
山
・
日
置
・
塩
冶
・
八
野
・
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
・
古
志
・
滑
狭
・
多
伎
の
八
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
朝
山
・
日
置
・
高
岸
・
古
志
の
諸
撚
が
神

　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
川
流
域
、
塩
冶
郷
と
八
野
郷
が
斐
伊
川
流
域
、
滑
茸
郷
が
神
門
水

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

臥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
沿
岸
、
多
伎
郷
が
日
本
海
沿
岸
に
比
定
さ
れ
る
が
、
多
伎
郷
を
除

購
　
　
　
構
　
　
　
　
　
く
七
郷
は
神
門
郡
家
か
ら
五
キ
。
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
分
布
し
て
い
た
・

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　

家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
6
表
）

が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

礫
　
　
　
　
　
膿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
飯
石
郡
国

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
石
郡
家
は
南
西
道
に
沿
っ
て
立
地
し
、
大
原
郡
と
備
後
国
三
次

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
に
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、

方位 里程 距離（km） 備考

佐香郷

|縫郷
關苑瘴

ﾀ田郷

正東

p
正
西
正
西

4里160歩

@　　一
T里200歩

W里60歩

2．42

@…
R．03

S．38

郡家所在地

平均 3．28

方位 里程 星巨離（kn｝） 備考

健部郷 正東 12里224歩 6．81

漆沼郷 正東 5里270歩 3．15

河内郷 正南 13盟100歩 7．12

出雲郷 一 一 ｝
郡家所在地

杵築郷 西北 28里60歩 15．06

伊努郷 正北 8里72歩 4，崔

美談郷 正北 9里240歩 5．23

宇賀郷 疋北 17里25歩 9．12

神戸郷 西北 2里120歩 1．28

平均 6．52

7　（7）



第6表　神門郡家から独自への題号

方位 製程 距離（km） 備考

朝山郷 東南 5黒56歩 2．77

B二郷 正東 4塁 2．14

塩冶郷 東北 6婁 3．2

八野郷 正北 3里210歩 1．98

高岸郷 東北 2里 1．07

古志郷 一 一 　 郡家所在地

滑二郷 南西 8黒 荏．27

多伎郷 粥西 20塁 10．68

平均 3．73

第7表　飯石郡家から諸郷への距離

方位 黒程 距離（km） 備考

熊谷郷 東北 26里 13．88

三屋郷 東北 24里 12．82

飯石郷 正東 12黒 6．41

多嗣郷 一 一 ｝ 郡家所在地

須佐郷 正餌 19里 10．15

波多郷 西南 19里 10．ユ5

来嶋郷 正南 36里 19．22

平均 12．11

神
門
郡
へ
と
通
じ
る
交
通
路
の
存
在
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、

こ
の
道
は
、
掛
合
町
郡
付
近
に
比
定
さ
れ
る
飯
石
郡
家
付
近

で
南
西
道
か
ら
分
岐
し
、
松
笠
川
の
谷
を
遡
上
し
て
神
門
郡

境
へ
向
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
飯
石
郡
の
郷
と
し
て
は
、
熊
谷
・
三
屋
・
飯
石
・
多
禰
・

須
佐
・
波
多
・
来
嶋
の
七
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
郷
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
能
…
谷
・
三
屋
・
飯
石
・
多
禰
の

諸
郷
が
三
刀
屋
川
流
域
な
い
し
そ
の
支
流
域
、
須
佐
郷
と
波

多
郷
が
神
戸
川
支
流
域
、
来
嶋
郷
が
三
刀
屋
川
お
よ
び
神
戸

川
の
上
流
域
に
比
定
さ
れ
る
が
、
郡
家
か
ら
～
○
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
圏
内
に
あ
る
の
は
、
郡
家
所
在
地
の
多
禰
郷
を
含
む
二

　
　
　
　
　
⑬

郷
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
五
郷
は
飯
石
郡
家
か
ら
一
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
分
布
し
て
い
た
。
（
第
7
表
）

⑧
仁
多
郡
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

・
仁
多
郡
家
は
大
原
郡
よ
り
通
じ
る
東
南
道
沿
い
に
立
地
し
、
東
南
道
は
仁
多
郡
家
付
近
で
、
東
方
の
聖
書
国
境
へ
向
か
う
道
と
南
方
の
備
後

国
境
へ
向
か
う
道
と
に
分
岐
し
て
い
た
。

　
仁
多
郡
の
郷
と
し
て
は
、
三
廻
・
布
施
・
三
澤
・
横
田
の
四
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
は
、
い
ず
れ
も
斐
伊
川
流
域
な
い
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
支
流
域
に
比
定
さ
れ
る
が
、
郡
家
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
あ
る
の
は
郡
家
所
在
地
の
三
関
郷
と
布
施
郷
で
、
三
澤
郷
と
横
田
郷
は

郡
家
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
分
布
し
て
い
た
。
（
第
8
表
）
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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

⑨
　
大
原
郡
家

　
大
原
郡
家
に
つ
い
て
は
、
意
宇
郡
内
の
「
玉
造
の
街
」
で
正
野
道
か
ら
分
岐
し
た
正
翼
翼
が
、
さ
ら
に
飯
石
郡
に
通
じ
る
南
西
道
と
、
仁
多

郡
に
通
じ
る
東
南
道
と
に
分
岐
す
る
地
点
に
立
地
し
て
い
た
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
大
原
郡
家
か
ら
斐
伊
川
に
沿
っ
て
出
雲
郡
家
へ
向
か

う
道
も
存
在
し
た
が
、
こ
の
道
は
木
次
町
里
方
・
山
方
付
近
に
比
定
さ
れ
る
大
原
郡
家
付
近
で
、
正
野
道
か
ら
分
岐
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
大
原
郡
内
の
郷
と
し
て
は
、
神
原
・
屋
代
・
屋
裏
・
佐
世
・
応
用
・
海
潮
・
木
次
・
斐
伊
の
八
郷
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
の
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遣
に
つ
い
て
は
、
木
次
郷
と
斐
伊
郷
が
斐
慨
川
流
域
、
神
原
・
屋
代
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋
裏
・
佐
世
・
手
用
・
海
潮
の
十
寸
が
赤
川
流
域
な
い
し
そ
の
支
流
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
比
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
郡
家
か
ら
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
布
し
て
い
た
。
（
第
9
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
大
原
郡
条
は
、
「
大
原
と
號
く
る
所
以
は
、
郡
家
の
東
北
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
一
十
里
一
百
一
十
六
歩
に
田
一
十
町
ば
か
り
あ
り
て
、
平
原
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
、
號
け
て
大
原
と
い
ふ
。
往
古
の
世
、
三
岳
に
郡
家
あ
り
き
。
今
も

ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猶
薔
の
追
に
大
原
と
號
く
偏
と
記
し
、
大
原
郡
家
が
元
来
、
斐
俳
郷
に

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

魅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
郡
家
の
東
北
一
海
里
一
一
六
歩
（
約
五
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
位

　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

ユ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
れ

嚇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
位
置
は
、
同
条
に
記
す
屋
裏

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
カ

家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
の
方
位
里
程
に
一
致
し
、
大
原
郡
家
の
旧
地
は
屋
裏
郷
内
に
あ
っ
た

勝
　
　
　
鰍
　
　
　
　
　
・
と
に
な
輌

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

方位 里程 距離（km） 備考

三虎郷

z勢郷

O澤郷

｡田郷

　　

ｳ西
ｼ南
兼

　一
P0里

Q5里

Q1里

　｝
T．34

P3．35

P1．21

郡家所在地

平均　　　　　　　　　　　　　　9．97

方位 里程 距離（k皿） 備考

神原郷 正北 9里 4．81

崖代郷 正日 10里1工6歩 5．55

屋裏郷 策北 10里116歩 5．55 配闘嫁所在地

佐世郷 正東 9黒200歩 5．16

阿用郷 東南 13里80歩 7．08

海潮郷 正東 16里36歩 8．61

来次郷 巽南 8里 4．27

斐伊郷 一 … 一
郡家所在地

平均 5．86
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㈲
　
出
雲
国
に
お
け
る
郡
家
立
地
の
特
色

　
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
出
雲
国
の
郡
家
は
い
ず
れ
も
近
隣
の
郡
家
お
よ
び
国
府
へ
と
通
じ
る
交
通
路
沿
い
に
立
地
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
意
宇
・
語
根
・
出
雲
・
神
門
・
飯
石
・
仁
多
・
大
原
の
各
郡
家
は
、
隣
接
す
る
郡
や
国
境
に
通
じ
る
交
通
の
分
岐
点
な
い
し
そ
の

付
近
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
器
量
郡
家
と
野
壷
郡
家
に
関
し
て
も
、
妊
北
道
上
で
隣
り
合
う
島
根
郡
家
～
秋
鹿
郡

家
～
楯
縫
郡
家
～
出
雲
郡
家
間
の
距
離
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
三
里
二
八
○
歩
（
約
一
二
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
、
二
四
里
六
四
歩
（
約
一
二
・
九
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
、
二
二
里
八
○
歩
（
約
＝
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
等
距
離
関
係
に
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の

事
実
か
ら
、
出
雲
国
の
郡
家
は
、
郡
家
間
連
絡
に
優
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
大
原
郡
家
に
つ
い
て
は
、
あ
る
時
期
、
屋
裏
込
か
ら
斐
伊
郷
へ
と
移
転
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
大
原
郡
家

は
［
意
宇
・
出
雲
・
飯
石
＋
仁
多
］
と
い
う
三
方
面
の
交
通
の
分
岐
点
か
ら
、
［
意
宇
・
出
雲
・
飯
石
・
仁
多
］
と
い
う
四
方
面
の
交
通
の
分

岐
点
に
立
地
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
大
原
郡
家
の
移
転
に
は
、
郡
家
間
連
絡
の
利
便
性
を
高
め
る
目
的
が

あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
移
転
後
の
大
原
郡
家
は
、
当
時
、
沿
川
の
諸
郡
を
結
ぶ
重
要
な
水
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た

　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

斐
伊
川
ま
で
わ
ず
か
五
十
七
歩
（
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
と
近
接
し
て
立
地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
原
郡
家
の
移
転
の
理
由
と
し
て
は
、

む
し
ろ
斐
伊
川
に
よ
る
水
運
利
用
の
便
を
得
る
目
的
の
方
が
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
原
郡
家
は
移
転
後
、

陸
上
交
通
・
水
上
交
通
の
双
方
の
面
で
、
近
隣
の
郡
と
の
連
絡
に
優
れ
た
地
点
に
立
地
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

一
方
、
前
述
の
よ
う
に
、
従
来
、
郡
家
立
地
に
関
し
て
は
郡
内
各
地
と
の
交
通
の
便
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

出
雲
国
の
郡
家
立
地
は
郡
内
各
地
と
の
交
逓
の
便
を
考
慮
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
試
み
に
、
郡
家
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
五
～
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
三
つ
の
範
囲
に
分
け
て
、
郷
の
分
布
を

検
討
し
て
み
る
と
（
第
1
0
表
）
、
無
縫
郡
・
神
門
郡
で
は
郡
家
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
、
嶋
根
郡
・
大
原
郡
で
は
郡
家
か
ら
五
～
一
〇
キ
ロ
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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

メ
ー
ト
ル
、
意
宇
郡
・
飯
石
郡
・
仁
多
郡
で
は
郡
家
か
ら
～
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
位
置
に
分
布
す
る
郷
が
大
勢
を
占
め
、
秋
鹿
郡
・
出
雲

郡
で
は
郡
家
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
五
～
～
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
分
布
す
る
郷
が
同
数
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
家
を

中
心
に
み
た
郷
の
分
布
状
況
は
㏄
様
で
な
く
、
郡
内
諸
郷
と
の
距
離
関
係
だ
け
で
い
え
ば
、
無
縫
郡
家
や
神
門
郡
家
は
郡
内
諸
郷
と
の
連
絡
に

極
め
て
優
れ
た
位
置
に
あ
り
、
意
宇
・
飯
石
・
仁
多
の
諸
郡
家
は
不
利
な
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、
郷
の
分
布
は
浄
域
規
模
や
地
勢
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
面
積
の
大
き
な
郡
や
山
間
の
郡
で
は
郷
が
分
散
す

る
状
況
も
存
在
し
得
る
。
羅
宇
・
飯
石
・
仁
多
の
諸
郡
は
い
ず
れ
も
郡
域
が
広
く
、
ま
た
後
二
者
に
つ
い
て
は
山
間
の
郡
で
も
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
郡
家
か
ら
離
れ
た
位
置
に
多
く
の
郷
が
分
布
す
る
こ
と
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
郡
内
諸
郷
と
の
距
離
関
係
の
み
か
ら
、

こ
れ
ら
の
郡
の
郡
家
立
地
に
関
し
て
郡
内
諸
郷
と
の
連
絡
の
便
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
一
概
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
図
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
意
宇
郡
家
が
正
西
道
に
沿
っ
て
東
西
に
広
が
る
郷
分
布
の
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間
地
点
に
位
置
す
る
こ
と
や
、
飯
石
郡
家
や
仁
多
郡
家
が
郡
内
一
一
に
通
じ
る
交
通
路
の
分
岐
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
郡
家
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
山
郷
へ
の
ア
ク
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
点
で
は
郡
内
で
最
も
有
利
な
地
点
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
出
雲
国
で
は
上
記
の
郡
に
限
ら
ず
、
い
ず
れ
の
郡
に
お
い
て
も
郷
の
ほ
と
ん
ど
は
第
1
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
示
す
幹
線
交
通
路
沿
い
に
分
布
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
郡
ご
と
の
郷
の
分
布
状
況
は
様
々

布
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
郡
家
近
辺
に
大
半
の
郷
が
集
中
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
郡
家
か
ら
遠
く
離
れ
て
大
半
の
郷
が
分

分離
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
出
雲
国
の
郡
家
は
諸
学
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
点
で
郡

捌鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
の
有
利
な
地
点
に
位
置
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

髭表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
を
要
す
る
に
、
出
雲
国
の
郡
家
は
い
ず
れ
も
近
隣
の
郡
家
お
よ
び
国
府
へ
通
じ
る
交
通
路
沿

10
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
立
地
し
、
広
域
交
通
に
優
れ
た
地
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
幹
線

5km未満 5～工Okm 10km以上

意宇郡 2
一

9

嶋根郡 1 4 3

秋鹿郡 2 2
一

楯縫郡 4
… ｝

出雲郡 4 4 1

神門郡 7
…

1

飯；蔭郡 1 1 5

仁多郡 1 1 2

大原郡 3 5
一
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交
通
路
沿
い
の
立
地
は
、
郡
内
諸
学
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
点
で
も
有
利
で
あ
り
、
郡
家
の
占
地
に
際
し
て
は
、
広
域
交
通
の
便
と
と
も
に
郡

内
交
通
の
便
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
幹
線
交
通
路
か
ら
大
き
く
離
れ
て
位
置
す
る
郷
や
、
諸
郷
が

郡
家
付
近
に
集
中
す
る
中
で
極
端
に
郡
家
か
ら
隔
た
っ
て
位
置
す
る
郷
も
あ
り
、
郡
家
は
必
ず
し
も
全
て
の
郷
と
同
じ
よ
う
な
条
件
で
連
絡
し

得
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
郡
家
の
占
地
に
際
し
て
は
、
ま
ず
広
域
交
通
の
便
が
重
視
さ
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
上
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
郡
内
諸
郷
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
有
利
と
な
る
場
所
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
『
風
土
記
』
に
は
郡
家
か
ら
諸
郷
へ
の
里
程
が
記
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
郷
の

　
何
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
律
令
国
家
の
地
方
末
端
支
配
機
構
と
し
て
の
郷
家
（
量
器
）
の
存
在
を
め
ぐ
る
議

　
論
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
諸
君
に
お
い
て
中
心
的
な
役
舗

　
を
果
た
す
侮
ら
か
の
拠
点
ま
で
の
距
離
と
の
解
釈
に
留
め
て
お
き
た
い
。

②
欄
風
土
記
撫
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
の
娼
雲
国
は
、
意
宇
郡
・
嶋
根
郡
・
秋
鹿

　
郡
・
楯
縫
郡
・
出
雲
郡
・
神
門
郡
・
飯
石
郡
・
仁
多
郡
・
大
原
郡
の
九
五
で
構
成

　
さ
れ
て
い
た
が
、
一
〇
世
紀
ま
で
に
、
意
宇
郡
の
束
半
部
が
分
割
さ
れ
能
義
郡
が

　
成
立
し
た
。

③
　
以
下
『
風
土
記
臨
の
引
用
は
、
秋
本
吉
郎
校
注
魍
風
土
記
側
壁
波
書
膚
、
一
九

　
五
八
、
に
よ
る
。

④
欄
風
土
記
撫
意
訳
郡
条
に
は
璽
…
細
の
駅
。
郡
家
と
岡
じ
き
慮
な
り
。
（
中

　
略
）
今
は
郡
家
の
東
に
属
け
り
。
」
と
あ
り
、
郡
家
の
す
ぐ
東
に
は
駅
家
も
併
置

　
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
Q

⑤
な
お
、
一
〇
世
紀
の
『
和
名
抄
謡
段
階
で
は
、
意
宇
郡
は
八
郷
（
宍
遵
・
来

　
待
・
拝
志
・
神
戸
・
忌
部
・
山
代
・
大
草
・
筑
陽
）
、
能
義
郡
は
一
〇
郷
（
舎

　
人
・
安
来
・
楯
縫
・
口
囲
・
屋
代
・
出
国
・
母
理
・
野
城
・
賀
茂
・
神
戸
）
で
構

　
成
さ
れ
て
い
る
。

⑥
一
黒
⊥
二
〇
〇
歩
、
一
歩
1
1
丁
七
八
メ
…
ト
ル
で
算
出
。

⑦
嶋
根
郡
家
の
所
在
地
は
、
従
来
、
朝
酌
川
流
域
の
松
江
市
下
川
灘
町
納
佐
や
福

　
原
町
付
近
に
想
定
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
松
江
市
福
原
町
芝
原
の
芝
原
遺
跡
で
、

　
掘
建
櫨
建
物
跡
や
総
柱
建
物
跡
、
柵
列
跡
、
井
戸
車
遺
構
と
い
っ
た
、
宮
衙
的
な

　
遺
構
が
検
娼
さ
れ
て
お
り
、
島
根
郡
家
の
有
力
な
候
補
地
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

　
る
。
た
だ
し
、
同
地
を
島
根
郡
家
跡
と
み
る
場
合
、
『
風
土
記
臨
に
記
さ
れ
る
嶋

　
根
郡
家
か
ら
意
宇
郡
境
の
朝
暴
落
や
秋
鹿
郡
境
の
佐
孫
橋
ま
で
の
題
離
に
矛
盾
が

　
生
じ
、
郡
家
跡
と
み
る
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
松
江
市

　
教
育
委
員
会
『
芝
原
遺
跡
匝
　
～
九
八
九
）

⑧
四
風
土
記
暁
楯
縫
郡
条
に
は
「
楯
縫
の
郷
、
即
ち
郡
家
に
属
け
り
」
と
あ
り
、

　
楯
縫
郡
家
は
楯
望
郷
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑨
出
雲
郡
家
は
、
『
瓜
土
記
舳
出
雲
郡
条
に
「
出
雲
の
郷
、
即
ち
郡
家
に
属
け

　
り
」
と
あ
り
、
出
雲
郷
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
近
年
、
娼
雲
郷

　
に
も
比
定
さ
れ
る
斐
摺
町
嵐
西
の
後
谷
V
遺
跡
に
お
い
て
、
郡
家
の
正
倉
跡
と
み

　
ら
れ
る
総
柱
の
掘
建
櫨
建
物
や
礎
石
建
物
、
溝
状
遺
構
、
炭
化
米
な
ど
が
検
出
さ

　
れ
て
い
る
。
（
斐
川
町
教
育
委
員
会
噸
斐
鴬
町
文
化
財
調
査
報
告
一
五
　
後
谷
V

　
遺
跡
腕
　
～
九
九
六
、
池
田
満
雄
・
宍
道
年
弘
「
郡
衙
と
正
倉
跡
」
（
山
本
清
編

　
『
風
土
記
の
考
古
学
3
　
鵡
雲
国
風
土
紀
の
巻
隔
岡
目
社
）
　
一
九
九
五
）
都
庁
遺

　
構
に
つ
い
て
は
未
検
出
で
あ
る
が
、
今
後
の
調
査
で
、
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
高

　
く
、
出
雲
郡
家
跡
の
有
力
な
候
補
地
と
考
え
ら
れ
る
。
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律令時代の郡家立地に関する一一考察（門井）

⑩
『
風
土
記
幅
神
門
郡
条
に
は
、
「
狭
結
の
駅
、
郡
家
と
隅
じ
き
庭
な
り
」
と
あ

　
る
こ
と
か
ら
、
神
門
郡
家
付
近
に
は
駅
家
も
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

　
る
。

⑪
凹
風
土
虚
無
神
門
郡
条
に
「
飯
石
の
郡
の
堺
な
る
堀
坂
山
に
通
る
は
、
　
十
九

　
里
な
り
。
同
じ
き
郡
の
堺
な
る
與
曽
紀
村
に
通
る
は
、
廿
五
里
～
百
七
十
四
歩
な

　
り
」
、
同
飯
石
郡
条
に
「
神
門
の
郡
の
堺
な
る
暴
富
紀
村
に
通
る
は
、
骨
八
里
六

　
十
歩
な
り
。
同
じ
き
郡
の
堺
な
る
堀
坂
山
に
通
る
は
、
廿
一
里
な
り
」
と
あ
る
。

　
「
堀
坂
山
鼠
は
出
雲
市
野
原
か
ら
神
戸
川
の
支
流
に
沿
っ
て
南
下
し
、
佐
田
村
浅

　
原
に
越
え
る
山
に
比
定
さ
れ
、
「
輿
曽
石
播
」
は
神
職
川
と
大
呂
川
の
合
流
点
の

　
佐
田
村
雨
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

⑫
神
門
郡
家
は
、
『
風
土
記
駒
神
門
郡
条
に
「
古
志
の
郷
、
即
ち
郡
家
に
属
け

　
り
」
と
あ
り
、
古
志
郷
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
古
志
郷
が
比
定
さ

　
れ
る
出
雲
市
古
志
町
の
古
志
本
郷
遺
跡
で
は
、
神
門
郡
家
の
郡
庁
の
可
能
性
が
あ

　
る
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
門
跡
な
ど
の
遺
構
が
検
鵡
さ

　
れ
て
い
る
。
（
島
根
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
資
料
「
古
志
本
郷
遣
跡
調
査

　
成
果
の
概
要
」
一
九
九
八
）
な
お
神
門
郡
域
内
で
は
他
に
も
、
高
岸
郷
に
比
定
さ

　
れ
る
出
雲
市
天
神
町
の
天
神
選
跡
か
ら
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の

　
掘
建
柱
建
物
跡
や
溝
状
遺
構
、
墨
書
土
器
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
郡
家
関
連
施

　
設
跡
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
出
雲
市
『
出
雲
市
天
神
遣
跡
』
一
九
七
二
、

　
出
雲
市
『
天
紳
遺
跡
』
一
九
七
七
、
島
根
県
幽
雲
土
木
建
築
事
務
所
・
出
雲
市
教

　
育
委
員
会
『
天
神
山
跡
第
七
次
発
掘
調
査
報
告
漁
鵡
｝
九
九
七
な
ど
）
。
ま
た
、

　
日
置
郷
に
比
定
さ
れ
る
出
雲
市
上
塩
谷
町
の
三
田
谷
－
遺
跡
で
も
、
掘
建
柱
建
物

　
跡
や
「
神
門
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
、
門
大
止
乃
」
と
書
か
れ
た
箆
書
土
器
、

　
「
感
賢
（
天
平
感
宝
）
元
年
」
（
七
四
九
）
の
年
記
の
あ
る
木
簡
等
が
出
土
し
て

　
お
り
、
郡
家
関
連
施
設
跡
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
島
根
県
埋
蔵
文
化
財

　
調
査
セ
ン
タ
ー
『
斐
伊
川
放
水
路
発
掘
物
語
　
℃
〉
国
月
ぬ
　
一
九
九
八
）
。

⑬
噸
風
土
記
愚
飯
石
郡
粂
に
「
多
禰
の
郷
、
郡
家
に
置
け
り
」
と
あ
り
、
飯
石
郡

　
家
は
多
醐
郷
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑭
『
風
土
記
臨
仁
多
郡
条
に
「
伯
書
の
国
日
野
の
郡
の
堺
な
る
阿
志
砒
縁
山
に
逓

　
る
は
、
三
十
五
里
一
百
五
十
歩
な
り
。
扁
と
あ
り
、
仁
多
郡
家
よ
り
東
に
向
か
う

　
道
が
、
空
誉
国
境
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑮
『
風
土
記
』
仁
多
郡
条
に
「
三
庭
の
郷
、
即
ち
、
郡
家
に
属
け
り
」
と
あ
り
、

　
仁
多
郡
家
は
三
牲
郷
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
庭
面
は
仁
多
町
上
三
所
・

　
三
所
が
遺
称
地
名
と
さ
れ
、
岡
地
付
近
に
あ
る
仁
多
町
郡
村
に
は
、
「
大
領
原
扁

　
「
内
裏
原
口
と
い
っ
た
小
字
地
名
や
、
「
大
領
神
社
」
が
存
在
し
、
仁
多
郡
家
の

　
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
仁
多
町
郡
村
童
カ
ネ
ツ
キ
免
の
カ
ネ
ツ
キ
免

　
遺
跡
か
ら
は
、
大
形
円
揃
硯
や
転
用
硯
、
「
大
」
「
上
扇
」
「
小
」
州
伴
」
「
少
」
な

　
ど
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
を
は
じ
め
、
須
恵
器
・
土
師
器
・
木
製
人
形
等
多
数
の

　
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
の
年
代
は
、
ほ
ぼ
奈
良
時
代
の
も
の
と

　
考
え
ら
れ
て
い
る
。
遺
構
は
漁
網
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
狭
い
谷
間
に
立
地
し
て

　
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
に
郡
家
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
郡
司
層

　
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
係
す
る
官
人
履
の
居
館
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
。
（
島
根
県
教
育
委
員
会
噸
島
根
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
X
I

　
集
』
一
九
八
五
）

⑯
『
風
土
記
腕
大
原
郡
粂
に
は
「
斐
伊
の
郷
、
郡
家
に
戴
け
り
」
と
あ
り
、
大
原

　
郡
家
は
斐
伊
郷
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑰
大
原
郡
家
の
旧
地
は
大
東
町
仁
和
寺
の
遣
称
地
名
「
郡
家
」
付
近
に
比
定
さ
れ

　
て
い
る
。

⑱
斐
伊
川
に
つ
い
て
は
、
出
雲
郡
条
に
「
河
の
口
よ
り
河
上
の
横
田
の
村
に
至
る

　
間
の
五
つ
の
郡
の
百
姓
は
、
河
に
便
り
て
居
め
り
。
出
雲
・
神
門
・
飯
石
・
仁

　
多
・
大
原
の
郡
な
り
。
孟
春
よ
り
起
め
て
季
春
に
至
る
ま
で
、
材
木
を
校
へ
る
船
、

　
河
中
を
熱
源
れ
り
。
嚥
と
あ
り
、
当
時
、
黒
川
の
諸
郡
を
結
ぶ
重
要
な
水
路
と
し
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て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

三
　
郡
家
遺
跡
の
立
地
条
件

⑲
隅
風
土
記
輪
大
原
郡
条
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前
章
で
は
出
雲
国
の
郡
家
立
地
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
同
国
の
郡
家
は
い
ず
れ
も
国
内
の
幹
線
交
通
路
沿
い
に
立
地
し
、
近
隣
の
郡
家
や

国
府
と
の
連
絡
に
要
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
。
出
雲
国
の
こ
の
よ
う
な
郡
家
立
地
の
あ
り
方
は
、
国
内
交
通
路
網
に
お
け
る
諸
郡
家
の
有
機
的
配

置
が
意
図
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
雲
国
に
お
け
る
郡
家
立
地
の
特
色
は
、
他
の
国
々
の
郡
家

に
お
い
て
も
同
様
に
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
各
地
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
郡
家
遺
跡
を
傭
合
し
、
郡
家
立
地
の
実
態
的

側
面
、
お
よ
び
出
雲
国
の
郡
家
立
地
の
特
色
と
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ω
　
各
地
の
郡
家
適
跡
と
交
通
路

　
郡
家
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
の
茨
城
県
古
郡
遺
跡
（
常
陸
国
新
治
郡
家
）
の
調
査
を
端
緒
に
、
戦
後
、
全
国
各
地

で
大
規
模
開
発
に
伴
う
発
掘
調
査
が
次
々
と
行
わ
れ
、
現
在
、
郡
家
遺
跡
の
数
は
五
十
ヶ
所
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
第
1
1
表
）
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
全
て
の
遺
跡
で
広
範
囲
に
渡
る
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
郡
家
跡
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
部
分
的
な
調
査
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
事
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
時
期
は
下
る
が
、
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
の
「
上
野
圏
交
替
実
録
帳
」
に
よ
り
、
郡
家
は
主
と
し
て
、
租
税
や
出
挙
の
利
息
稲
を
収
納
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
正
倉
、
日
常
の
政
務
を
執
り
行
う
郡
庁
、
公
的
使
臣
の
往
来
や
国
司
の
部
内
巡
行
に
際
し
て
の
宿
泊
施
設
と
み
ら
れ
る
館
、
供
食
に
関
わ
る

厨
家
と
い
っ
た
施
設
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
郡
庁
を
は
じ
め
と
す
る
正
倉
・
館
・
厨
な
ど
の
遺

構
の
存
在
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
郡
家
遺
跡
を
と
り
あ
げ
、
交
通
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

①
東
山
遺
跡
（
陸
奥
国
賀
美
郡
家
）
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第2図　東山遺跡とその周辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
宮
城
県
加
美
郡
宮
崎
町
に
あ
る
東
山
遺
跡
（
第
2
図
）
は
、
大

崎
平
野
の
西
端
、
奥
羽
山
脈
か
ら
南
東
に
延
び
た
丘
陵
末
端
部
の

台
地
上
、
東
西
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
平
坦
面
に
立
地
し
て
い
る
。
こ
の
平
坦
面
は
、
南
か
ら
入
り
込

ん
だ
小
さ
な
沢
と
そ
の
延
長
上
の
大
溝
に
よ
っ
て
東
西
に
二
分
さ

れ
て
お
り
、
大
溝
の
西
側
で
は
正
倉
、
東
側
中
央
部
で
は
郡
庁
、

そ
の
北
側
に
は
館
や
厨
家
の
施
設
と
想
定
さ
れ
る
遺
構
が
検
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
台
地
縁
辺
は
築
地
塀
で
囲
ま
れ
、
台
地
を
東

西
に
二
分
す
る
沢
の
入
ロ
に
は
門
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
同
遺
跡
の
造
営
年
代
は
八
世
紀
前
半
か
ら
一
〇
世

紀
中
頃
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
賀
美
郡
内
を
通
過
す
る
古
代
交
通
路
と
し
て
は
、
天
平
九
年

（
七
三
七
）
に
多
賀
城
の
鎮
守
府
将
軍
大
野
東
人
に
よ
っ
て
開
か

れ
た
陸
奥
・
出
羽
連
絡
道
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
『
続
日
本
紀
』

天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
戊
午
条
に
よ
れ
ば
、
東
人
は
同
年
三

月
一
日
に
約
六
千
人
の
兵
士
を
率
い
て
色
麻
柵
を
発
ち
、
そ
の
日

．
の
内
に
出
羽
国
大
室
駅
に
到
着
し
た
と
い
う
。
こ
の
行
軍
ル
ー
ト

に
つ
い
て
は
、
従
来
、
色
麻
町
四
竈
付
近
か
ら
羽
後
街
道
－
中
羽

前
街
道
－
母
袋
街
道
を
通
り
、
出
羽
に
至
る
ル
ー
ト
が
想
定
さ
れ

15 （15）



第11表　主要郡家遺跡

遺跡名 国郡名 存続期間 所在地 備考

名生館遺跡 陸奥国玉造郡 7C末一9C 宮城県古川市大崎

東山遣跡 陸奥国賀美郡 8C前～10C中 宮城県加美郡宮崎町鳥嶋

三十三問堂遺跡 陸奥国亘理郡 平安前半 宮城県亘理郡葺理町逢隈下郡 他所から移転？

角田郡山遣跡 陸奥国伊具郡 7C中・後～ 宮城県角闘市枝野

郡山五番遣跡 陸奥国細葉郡 8C前一 福島県双葉郡双葉町郡山

根岸遺跡 陸奥国磐城郡 7C四一10C 福島県いわき市平下大越

郡遺跡 陸奥国菊多郡 奈良・平安 福島県いわき市勿来町三幅 養老2年（718）常陸国多珂郡から分立

郡山台遺跡 陸奥国安達郡 8C中～10C 福島県二本松市郡山台 延喜6年（906）安積郡から分立

清水台遺跡 陸奥国安積郡 7C末一9C前 福島県郡山市清水台

関和久遺跡 陸奥国白河郡 7C後～10C後 福島県西白河郡泉崎村大字関和久

大浦遺跡群 出羽国遣賜郡 8C後一 山形県米沢市大浦

梅雨遺跡 下野国那須郡 8C初一10C 栃木県那須郡小川町梅瞥

塔法田遺跡 下野国芳賀郡 8月初？一 栃木県真岡市京泉

中村遺跡 下野国芳賀郡 8C後～11C中 栃木県真岡市中 塔法田から郡家機能移転？

国府野遺跡 下野国足利郡 奈良・平安 栃木県足利市伊勢町

恒川遺跡 信濃国伊那郡 奈良・平安 長野県飯田市座光寺

弥勒寺東遺跡 美濃国武義郡 7C後～10C前 岐阜県関市池尻

岡遺跡 近江国栗太郡 7C後～9C宋 滋賀県栗太郡栗東町大字岡、目川、下戸山

大陸遣跡 近江国神崎郡 8C～11C？ 滋賀県神崎郡五個荘町大字北町’屋

古郡遺跡 常陸国新治郡 7C宋一9C 茨城県真壁郡協和町大字古郡

平沢選跡 常陸国筑波郡 8C～9C 茨城県つくば市平沢

神野向遺跡 常陸国鹿島郡 8C前一9C終末 茨城県鹿島市富中

日秀西遺跡 下総国相馬郡 8C～9C 千葉県我孫子市日秀

大畑1選跡 下総国埴生郡 7C末～8C後 千葉県印旛郡栄町大字四角寺

中宿遺跡 武蔵国榛沢郡 7C末～11C？ 埼玉県大里郡周部町’大字榛沢回田

御殿前・七社神社前遺跡 武蔵国豊島郡 7C後～9C 東京都北区西ケ原

長者原遺跡 武蔵国都筑郡 7C末～10C 神奈川県横浜市緑区荏田町

（
り
H
）

り
H
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嗣
礁

今小路西遺跡 武蔵国鎌倉郡 8C前一10C初 神奈川県鎌倉市御成町

郡遺跡 駿河国益頭郡 奈良箭～平安 静岡県藤枝市立花

御子ヶ谷遺跡 駿河国志太郡 8C箭～9C 静岡県藤枝市瀬古

丁場遺跡 遠江国下智郡 7C後～10C 静岡県浜松市東伊場

八幡林遣跡 越後国古志郡 8C第2四半dOC初 新潟県三島郡和島村大字両高

高森遺跡 越前国丹生郡 奈良・平安 福井県武生市高森町

花園遺跡 山城国葛野郡 8月後～8C末 京都府京都市右京区花園鷹司町 前後に移転？

正道遺跡 山城国久世郡 7C第4四半～9C前 京都府城陽市大字寺田

郡家川西遺跡 摂津国嶋上郡 7C後一10C 大阪府高槻市郡家本町

円明遺跡 河内国安宿郡 7C末？一平安初 大阪府柏原市円明

万代寺遣跡 因幡間八上郡 8C前～9C前 鳥取県八頭郡郡家町万代寺

上原遺跡群 因幡国気多郡 7C後～9C 鳥取県気高郡気高町上原

大高野遺跡 伯誉国八橋郡 奈良・平安 鳥取県東伯郡東伯町大字槻下

後谷V遺跡 出雲国出雲郡 奈良一平安初 島根県簸川郡斐川町出西

古志本郷遺跡 出雲国神門郡 8C前～9C初 島根県出雲市古志町

吉田南遺跡 播磨國明石郡 奈良後一平安福 兵庫県神戸市垂水匿玉津町 他所から移転？

商本遺跡 美作国英田郡 奈良 岡Ln県英田郡作東町江見

勝間田・平遺跡 美作国勝田郡 奈良・平安 岡山県勝田郡勝央町勝聞田、平

宮尾遺跡 美作国久米郡 7C末～9C 岡山県久米郡久米町宮尾

小殿避跡 備中国英賀郡 奈良 岡山県上房郡北房町上水田

下本谷遺跡 備後国三下郡 奈良後～平安初 広島県三次市西酒屋町 他所から移転？

小郡遺跡 筑後国置旧郡 7C中・後～8C後 福岡漿小郡市小郡

下高橋馬屋元遺跡 筑後国御下郡 8C前一9C前 福岡県三井郡大字下高橋、鵜木 小郡から郡家機能移転？

ヘボノ木遺跡 筑後国御酢郡 8C後？～9C前 福岡県久留米市東邦1【【 寺院から郡家へ移行？

大ノ瀬下大坪遺跡 豊前國上毛郡 8C第2四半～9C初 福岡県築上郡新吉富村大字大ノ瀬 他所から移転？

吉野ケ里遣跡群 肥前国神崎郡 奈良・平安 佐賀県神崎郡神崎町大宇志波屋、鶴

神水選跡 肥後糊口麻郡 奈良・平安 熊本県熊本市出水

立願寺遺跡 膳後刷玉名郡 奈良中～平安中 熊本県玉名市立願寺

※存続期問は当該遺跡において官衙的施設が造営されていた時期

※年代表記は各発掘報告書等に見える表記による

（
き
）

無
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第3図　関和久遺跡とその周辺

　
　
　
③

て
い
る
が
、
色
麻
柵
を
中
新
田
町
城
生
の
城
柵
跡
と
み
ら
れ
る
城
生

遺
跡
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
東
人
の
行
軍
ル
ー
ト
は
中
羽
前
街
道
よ

り
も
北
の
山
麓
沿
い
を
通
過
す
る
近
世
に
北
川
道
と
称
さ
れ
た
ル
ー

④ト
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
東
山
遺
跡
は
こ
の
北
川
道
沿
い
、

城
生
遺
跡
の
西
浜
四
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
位
置
す
る
が
、

東
山
遺
跡
も
ま
た
周
囲
を
築
地
で
取
り
囲
む
と
い
っ
た
城
柵
的
要
素

を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
城
生
遺
跡
と
東
山
遺
跡
を
結
ぶ

ル
ー
ト
が
軍
用
道
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
陸
奥
・
出
羽
連
絡
道
は
、
東
山
遺
跡
以
西
で
近
世
北
川
道
か
ら

離
れ
て
田
川
を
渡
河
し
、
小
野
田
町
星
崎
か
ら
丘
陵
末
端
の
緩
斜
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
上
が
っ
て
出
羽
国
境
へ
と
向
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

②
関
和
久
遺
跡
（
陸
奥
国
白
河
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
福
島
県
西
白
河
郡
泉
崎
村
に
あ
る
関
和
久
遺
跡
（
第
3
図
）
は
、

阿
武
隈
川
左
岸
の
台
地
と
そ
の
南
側
に
広
が
る
一
段
低
い
微
高
地
上

に
立
地
し
て
い
る
。
遺
跡
の
規
模
は
東
西
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北

四
六
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
周
囲
は
大
溝
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
南
彰
彰

が
正
倉
地
区
、
北
半
部
が
郡
庁
を
は
じ
め
と
す
る
官
舎
地
区
と
み
ら

れ
て
い
る
。
同
遺
跡
の
造
営
年
代
は
七
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
後
半
頃

で
、
九
世
紀
前
半
に
建
物
数
・
規
模
が
最
大
と
な
り
、
最
盛
期
を
迎
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え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
白
河
郡
内
に
は
東
山
道
が
通
過
し
て
お
り
、
雄
野
駅
と
松
田
駅
の
二
駅
が
同
郡
内
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
駅
家
の
所
在
地
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
従
来
、
秦
野
駅
が
白
河
市
相
宿
、
松
田
駅
が
東
村
釜
子
付
近
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
松
田
駅
か
ら
は
阿
武
隈
川
の
左
岸
丘
陵
麓
を
通
り
、
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

瀬
郡
の
磐
瀬
駅
に
向
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
弘
仁
二
年
（
八
＝
）
に
は
常
陸
国
雄
薩
駅
か
ら
久
慈
川
を
遡
上
し
、
松
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

駅
に
連
絡
す
る
駅
路
も
薪
設
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
東
山
道
ル
ー
ト
を
以
上
の
よ
う
な
想
定
す
る
な
ら
ば
、
白
河
郡
家
は
駅
路
ま
で
最
短
で
も
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
隔
た
っ
た
位

置
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
郡
家
と
駅
路
と
の
強
い
関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
関
和
久
遺
跡
以
西
の
阿
武
隈
川
流
域
に
は
、
古
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

名
所
・
歌
枕
と
し
て
世
に
知
ら
れ
た
「
う
た
た
ね
の
森
」
「
人
な
つ
か
し
の
山
（
木
内
山
）
」
「
人
忘
れ
じ
の
山
（
新
知
山
）
」
や
郡
下
と
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

借
宿
廃
寺
、
ま
た
同
遺
跡
の
東
北
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
は
官
衙
関
連
施
設
と
み
ら
れ
る
関
和
久
上
町
遺
跡
が
あ
り
、
白
河
郡
家
付
近
に
は
、
こ

れ
ら
の
地
物
を
連
絡
す
る
よ
う
に
阿
武
隈
川
沿
い
を
東
西
に
走
る
古
い
交
通
路
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
関
和
久
遺
跡
の

正
倉
地
区
付
近
か
ら
東
南
に
進
み
、
阿
武
隈
川
を
渡
り
、
蕪
内
集
落
か
ら
上
野
出
島
を
経
て
常
陸
国
へ
と
向
か
う
常
陸
街
道
と
称
さ
れ
る
古
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
交
通
路
が
古
代
に
ま
で
遡
り
得
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
白
河
郡
家
は
駅
路
に
は
近
接
し
な
い
も

の
の
、
在
地
の
幹
線
交
通
路
の
分
岐
点
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

③
神
野
向
遣
跡
（
常
陸
国
鹿
島
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
茨
城
県
鹿
島
市
に
あ
る
神
野
向
遺
跡
（
第
4
図
）
は
、
鹿
島
台
地
の
神
野
向
支
丘
上
に
立
地
し
て
い
る
。
そ
の
規
模
は
約
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

及
び
、
遺
跡
の
北
東
部
で
は
傷
心
お
よ
び
厨
家
、
南
西
部
で
は
正
倉
と
み
ら
れ
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
造
営
年
代
は

八
世
紀
前
半
か
ら
九
世
紀
末
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
鹿
島
郡
内
の
古
代
交
通
路
に
つ
い
て
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
に
み
ら
れ
る
記
述
に
よ
り
、
行
方
郡
内
の
曽
尼
駅
・
板
蝦
蟹
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
鹿
島
郡
に
至
る
駅
路
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
駅
路
は
、
常
陸
国
府
か
ら
鹿
島
神
宮
に
向
か
う
参
詣
路
と
し
て
整
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第4図　神野向遺跡とその周辺

備
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
潮
来
町
内
に
比
定
さ
れ
る
板
来
駅

か
ら
は
船
で
北
浦
を
渡
り
、
鹿
島
市
大
船
津
付
近
で
上
陸
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

鹿
島
神
宮
へ
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
駅
路
の
ル
ー
ト
を

以
上
の
よ
う
に
想
定
し
た
場
合
、
鹿
島
神
宮
の
南
約
一
・
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
位
置
す
る
神
野
向
遺
跡
は
、
駅
路
か
ら

は
離
れ
て
立
地
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
同

遺
跡
の
東
限
に
推
定
さ
れ
て
い
る
鹿
島
神
宮
へ
通
じ
る
旧
国
道

一
二
四
号
が
古
代
以
来
の
交
通
路
で
あ
れ
ば
、
同
遺
跡
は
駅
路

の
延
長
上
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
に
は
「
継
竿
南
　
郡

家
　
北
沼
尾
池
（
申
略
）
前
郡
レ
所
置
（
下
略
）
」
と
の
一
節
が

み
え
、
『
風
土
記
』
編
纂
当
時
の
郡
家
が
社
（
鹿
島
神
宮
）
の
南

に
、
旧
郡
家
が
北
の
沼
尾
池
付
近
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
旧
郡
家
に
つ
い
て
は
、
鹿
島
市
沼
尾
の
沼
尾
神
社
周

辺
に
求
め
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
旧
郡
家
か
ら

鹿
島
神
宮
ま
で
の
距
離
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
新
郡

家
と
鹿
島
神
宮
と
の
距
離
以
上
に
離
れ
た
位
置
に
あ
る
こ
と
に

は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

④
御
殿
前
・
七
社
神
社
前
遺
跡
（
武
蔵
国
豊
島
郡
家
）
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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）
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雑5図　御殿前・七厘神社前遺跡とその周辺

　
　
の

0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
東
京
都
北
区
西
ヶ
原
に
あ
る
御
殿
前
・
七
社
神
社
前
遺
跡
（
第
5

図
）
は
、
荒
川
右
岸
の
武
蔵
野
台
地
北
東
縁
辺
部
の
平
坦
な
台
地
上

に
立
地
し
て
い
る
。
官
衙
施
設
の
造
営
期
間
は
七
世
紀
後
半
か
ら
九

世
紀
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
七
世
紀
後
半
に
始
ま
る
初
期
の
官
衙

域
は
お
よ
そ
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
規
模
で
あ
り
、
郡
庁
・
館
・

厨
家
・
正
倉
な
ど
の
施
設
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
第
2
四
半

期
以
降
に
な
る
と
、
官
衙
域
の
規
模
は
東
西
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南

北
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
拡
大
し
、
官
衙
域
の
西
か
ら
北
へ
添
状
に
通

じ
る
幅
一
二
～
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
道
路
を
軸
と
し
て
、
東
部
に
郡
庁

と
厨
家
、
西
北
部
に
正
倉
、
道
路
の
屈
曲
部
の
南
に
厩
家
が
配
置
さ

れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
官
衙
域
を
通
過
す
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
鎌
倉
街
道

に
推
定
さ
れ
現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
る
道
路
に
重
な
り
、
八
世
紀
代

に
遡
る
官
衙
の
整
備
に
伴
っ
て
組
み
込
ま
れ
た
官
道
と
み
ら
れ
て
い

⑳る
。
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
三
月
一
日
条
に
は

「
下
総
国
井
上
・
浮
島
・
河
曲
の
三
駅
、
武
蔵
国
乗
瀦
・
曲
豆
島
の
二

駅
は
、
山
海
両
路
を
承
け
て
使
命
繁
多
な
り
。
」
と
あ
り
、
当
時
東

山
道
に
所
属
し
て
い
た
武
蔵
国
と
東
海
道
に
属
す
る
下
総
国
と
を
結

ぶ
駅
路
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
同
遺
跡
で
は
厩
家
地
区
に
隣
接

21　（2！）
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　　ゆ　長者原遺跡
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谷
本
川

第6図　長者原遺跡とその周辺

れ
て
い
る
。
な
お
、
武
蔵
国
は
宝
亀
二
年
（
七
七
二
）
に
東
山
道
か
ら
東
海
道
へ
と
移
管
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

相
模
器
量
参
駅
よ
り
下
総
国
に
達
す
。
其
の
間
四
駅
。
往
来
便
近
な
り
。
」
と
あ
り
、

ら
武
蔵
国
内
の
四
駅
を
経
て
下
総
国
に
達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
に
内
陸
部
を
通
過
す
る
コ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
厚
木
街
道
ル
ー
ト
が
正
式
に
東
海
道
駅
路
と
な
っ
た
の
は
、

紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
駅
家
施
設
の
存
在
も
推
測
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
道
路

は
駅
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

⑤
長
者
原
遣
跡
（
武
蔵
国
都
筑
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
町
に
あ
る
長
者
原
遺
跡
（
第
6

図
）
は
、
多
摩
丘
陵
南
端
の
早
淵
川
と
谷
本
川
に
挟
ま
れ

た
北
に
延
び
る
東
西
二
つ
の
舌
状
丘
陵
台
地
上
に
立
地
し

て
い
る
。
遺
跡
は
西
側
丘
陵
上
の
東
西
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
、

南
北
約
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
正
倉
を
、
東
側
丘
陵

上
の
東
西
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
二
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
に
郡
庁
お
よ
び
館
・
厨
家
を
配
し
た
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
官
衙
施
設
の
造
営
期
間
は
、
七

世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
代
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
同
遺
跡
の
西
に
隣
接
し
て
厚
木
街
道
が
あ
る
が
、
こ
の

道
は
従
来
、
『
延
喜
式
』
段
階
の
東
海
道
駅
路
に
比
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
『
続
日
本
紀
』
に
は
「
今
東
海
道
は
、

宝
亀
二
年
当
時
の
東
海
道
駅
路
は
、
相
模
国
夷
参
駅
か

そ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
厚
木
街
道
よ
り
も
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宝
亀
二
年
以
降
、
八
世
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律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

　　　ww　　副
　　　　　　　　　曽w

長

　　　　　第7図　弥勒寺東遺跡とその周辺

　　　／1

⑥
弥
勒
寺
東
遺
跡
（
美
濃
国
武
義
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
岐
阜
県
関
市
に
あ
る
弥
勒
寺
東
遺
跡
（
第
7
図
）
は
、

長
良
川
右
岸
に
接
す
る
丘
陵
麓
に
位
置
し
て
い
る
。
同
遺

跡
の
す
ぐ
西
隣
に
は
白
鳳
期
の
弥
勒
寺
跡
が
存
在
し
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

義
郡
の
郡
領
氏
族
と
目
さ
れ
る
牟
義
都
氏
の
氏
寺
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
遺
跡
の
規
模
は
東
西
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
、

南
北
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
遺
跡
の
中
央
南
半
部

に
郡
庁
、
そ
の
北
側
に
正
倉
、
東
北
部
に
館
・
厨
家
が
配

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
遺
跡
で
は
郡
家
の
前
身
建
物
と

み
ら
れ
る
大
型
建
物
跡
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

官
衙
施
設
の
造
営
期
間
は
七
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半

頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
武
義
郡
に
は
飛
騨
国
へ
向
か
う
東
山
道
支
路
が
通
過
し

て
い
た
。
そ
の
ル
ー
ト
は
、
津
保
川
を
関
市
白
金
付
近
で

渡
り
、
小
屋
名
－
関
市
街
－
肥
田
瀬
－
富
加
町
大
平
賀
へ

至
る
も
の
と
、
稲
口
で
津
保
川
を
渡
り
、
肥
田
瀬
－
富
賀

町
大
平
賀
へ
至
る
も
の
と
二
通
り
の
ル
ー
ト
が
推
定
さ
れ

て
い
勧
。
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
武
義
駅
の
具
体
的
な
位

置
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
岐
阜
市
長
良
付
近
に
比
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第8図　岡遺跡とその周辺

定
さ
れ
る
前
駅
の
方
県
駅
と
の
距
離
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
関
市
街
付
近
に
求

め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
東
山
道
支
路
が
以
上
の
よ
う

な
ル
ー
ト
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
郡
家
か
ら
駅
路
ま
で
の
距
離

は
最
短
で
も
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
隔
た
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
武
義
郡
家
つ
い
て
は
陸
上
交
通
路
よ
り
も
、
む
し
ろ
河
川
に
隣
接
し
て
立

地
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
す
べ
き
点
と
い
え
る
。
長
瀬
仁
は
「
壬
申
の
乱
の

初
動
に
お
い
て
派
遣
さ
れ
た
美
濃
出
身
と
思
わ
れ
る
三
名
の
舎
人
の
人
選
が
、

村
国
連
男
依
の
場
合
が
木
曽
川
流
域
に
そ
の
本
貫
を
占
め
、
兵
員
や
物
資
を

運
ぶ
丘
ハ
靖
に
木
曽
川
を
利
用
で
き
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
、
身
毛
君
広
の
場

合
は
、
同
様
に
長
良
川
が
利
用
で
き
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら

れ
、
ム
ゲ
ツ
氏
と
長
良
川
の
水
運
に
は
密
接
不
可
分
の
関
連
が
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
武
義
郡
家
が
こ
の
よ
う
な
場
所
に
立
地
し
た
の

も
、
お
そ
ら
く
は
長
良
川
と
関
係
の
深
い
牟
義
都
氏
の
性
格
に
負
う
所
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑦
岡
遺
跡
（
近
江
国
栗
太
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
滋
賀
県
栗
太
郡
栗
東
町
に
あ
る
岡
遺
跡
（
第
8
図
）
は
、
金
勝
川
と
草
津

川
と
に
挟
ま
れ
た
舌
状
の
丘
陵
地
の
先
端
部
に
位
置
し
て
い
る
。
同
遺
跡
周

辺
は
郡
内
随
一
の
古
墳
集
中
地
域
で
あ
り
、
同
遺
跡
の
東
南
約
七
〇
〇
メ
ー

ト
ル
に
は
式
内
小
槻
大
社
も
存
在
し
て
お
り
、
栗
太
郡
の
郡
領
氏
族
で
あ
っ
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た
小
槻
山
盛
の
本
拠
地
と
み
ら
れ
る
。
遺
跡
の
規
模
は
東
西
約
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
官
衙
施
設
の
造
営
期

間
は
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
代
と
み
ら
れ
て
い
る
。
遺
跡
に
は
数
次
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
が
、
最
も
良
く
整
備
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
か
ら

中
頃
の
時
期
で
は
、
中
央
部
東
寄
り
の
地
区
に
郡
庁
が
置
か
れ
、
そ
の
西
隣
に
正
倉
地
区
が
置
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
正
倉
地
区
の
南
側
は

館
・
厨
家
地
区
、
北
側
に
は
瓦
之
地
区
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
各
地
区
は
溝
や
塀
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
同
遺
跡
の
北
西
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
は
近
世
の
中
山
道
が
走
り
、
こ
れ
は
古
代
の
東
山
道
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
遺
跡
の
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
は
、
金
勝
川
沿
い
に
北
東
・
手
原
方
面
に
通
じ
る
古
代
東
海
道
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
道
が
東
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
と
な
る
の
は
大
津
京
の
時
代
と
長
岡
京
遷
都

律：令時代の郡家立地に関する一考察（門井）
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第9図　小郡遺跡とその周辺

以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
大
和
に
都
が
置
か
れ
て

い
た
時
代
に
は
東
海
道
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
こ

の
道
は
近
江
国
府
か
ら
甲
賀
郡
へ
と
通
じ
る
重

要
な
幹
線
道
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

⑧
小
郡
遺
跡
（
筑
後
国
御
原
郡
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
福
岡
県
小
郡
市
に
あ
る
小
郡
遺
跡
（
第
9

図
）
は
、
宝
満
川
西
岸
の
低
台
地
上
に
立
地
し
、

遺
跡
の
規
模
は
画
譜
町
ほ
ど
の
広
が
り
を
有
し

て
い
る
。
同
遺
跡
に
お
け
る
官
衙
施
設
の
造
営

期
間
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
代
と
み
ら
れ
て
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い
る
が
、
最
も
整
備
さ
れ
た
H
期
（
七
世
紀
末
～
八
世
紀
前
半
）
の
状
況
は
、
南
東
部
に
郡
庁
、
そ
の
北
側
に
正
倉
、
西
方
に
館
を
配
し
た
構
造

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
建
物
群
は
、
主
軸
が
約
四
〇
度
東
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
周
辺
の
交
通
路
に
つ
い
て
は
、
同
遺
跡
の
西
一
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
筑
後
国
と
肥
前
国
と
の
国
境
に
西
海
道
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
．

同
遺
跡
の
西
南
七
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
前
伏
遺
跡
で
は
、
幅
六
メ
ー
ト
ル
の
側
溝
を
持
つ
道
路
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
道
路
遺
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
東
北
に
延
長
す
れ
ば
小
郡
遺
跡
H
期
の
郡
庁
正
面
に
達
す
る
の
も
で
あ
り
、
郡
家
へ
の
導
入
路
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
遺
跡
の
東
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
宮
巡
遺
跡
で
は
、
幅
九
メ
ー
ト
ル
、
総
延
長
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
東
西
方
向
に
延
び
る
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

路
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
道
路
は
西
へ
延
長
す
る
と
小
郡
遺
跡
の
す
ぐ
南
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
、
小
郡
遺
跡
の
南
を
通
っ
て
西
海
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
合
流
す
る
東
西
交
通
路
の
存
在
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
小
郡
遺
跡
で
は
、
最
期
（
八
世
紀
中
頃
～
後
半
）
に
な
る
と
建
物
群
の
方
位
が
真
北
方
向
に
変
化
す
る
が
、
各
施
設
の
配
置
は
ほ
ぼ
1
期

の
そ
れ
を
踏
襲
し
、
1
期
の
郡
庁
地
区
に
は
正
殿
・
後
殿
・
西
脇
殿
に
相
当
す
る
建
物
群
、
H
期
の
館
地
区
に
は
廟
付
建
物
を
含
む
建
物
群
が

配
置
さ
れ
た
。
豆
期
の
正
倉
地
区
に
も
築
地
で
囲
ま
れ
た
～
郭
が
形
成
さ
れ
る
が
、
内
部
の
建
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
築
地
側
溝
か

ら
は
千
本
以
上
の
大
量
の
鉄
鑛
が
出
土
し
、
側
溝
の
深
さ
も
～
メ
ー
ト
ル
以
上
を
測
る
こ
と
か
ら
、
皿
期
の
遺
構
に
つ
い
て
は
軍
事
的
な
性
格

　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
近
年
、
官
衙
遺
構
を
検
出
し
た
太
刀
洗
町
下
高
橋
遺
跡
の
存
在
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
下
高
橋
遺
跡
は
小
郡
遺
跡
の

東
南
約
三
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
宝
満
川
左
岸
に
展
開
さ
れ
た
扇
状
台
地
の
東
南
縁
辺
部
に
位
置
し
て
い
る
。
遺
跡
は
西
側
の
上
野
地
区
と
東

側
の
馬
屋
元
地
区
と
に
分
れ
て
お
り
、
両
地
区
の
間
に
は
幅
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
道
路
的
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
両
地
区
の
性
格
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
は
、
遺
構
の
特
色
か
ら
、
上
野
地
区
が
正
倉
地
区
、
馬
屋
元
地
区
が
政
庁
・
館
・
厨
を
包
括
し
た
地
区
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
両
地
区
に
お
け
る
官
衙
施
設
の
造
営
時
期
に
つ
い
て
は
、
上
野
地
区
が
七
世
紀
後
半
以
降
、
八
世
紀
前
半
に
は
確
実
に
造
営
さ
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

み
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
馬
屋
元
地
区
に
お
け
る
官
衙
施
設
の
造
営
時
期
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
九
世
紀
前
半
代
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
同
地
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区
の
官
衙
施
設
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
の
頃
に
拡
充
整
備
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
外
郭
ラ
イ
ン
も
こ
の
頃
に
完
成
し
た
も
の
と
推
測

　
　
　
　
⑬

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
郡
遺
跡
藁
縄
と
ほ
ぼ
重
な
る
時
期
で
あ
り
、
小
郡
遺
跡
が
上
記
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の

時
期
に
郡
家
が
小
郡
か
ら
下
高
橋
へ
移
転
し
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

　
な
お
、
上
野
地
区
と
馬
屋
元
地
区
の
建
物
・
外
郭
ラ
イ
ン
の
主
軸
方
位
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
両
者
の
造
営
時
期
の
相
違
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
両
地
区
の
間
を
通
る
道
路
遺
構
の
方
位
は
馬
屋
元
地
区
の
そ
れ
と
｛
致
し
て
お
り
、
こ
の
道
路
に
つ
い
て
は
下

高
橋
遺
跡
が
郡
家
と
し
て
整
備
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
敷
設
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
道
路
を
南
に
延
長
し
、
太
刀
洗
川
沿
い
を
進

ん
で
筑
後
川
を
渡
河
す
れ
ば
、
枝
光
台
地
上
の
筑
後
国
府
や
御
井
郡
家
と
推
定
さ
れ
る
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
に
至
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

律令時代の郡家立地に関する一考察（門井）

　
㈲
郡
家
遺
跡
の
立
地
の
特
色

1
　
郡
家
立
地
と
交
通
路

　
以
上
、
主
要
郡
家
遺
跡
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
遺
跡
の
周
辺
に
は
、
隣
接
す
る
国
郡
へ
と
連
絡
す
る
交
通
路
の
通

過
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
美
濃
国
武
義
郡
家
は
陸
上
交
通
路
と
は
隔
絶
し
、
長
良
川
に
隣
接
す
る
極
め
て
特
異

な
立
地
と
い
え
る
が
、
同
郡
家
は
長
良
川
を
通
じ
て
隣
接
す
る
山
県
郡
や
方
県
郡
方
面
へ
と
連
絡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
武
義
郡
に
お
い

て
は
長
良
川
が
交
通
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
み
た
郡
家
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
も
郡
レ
ベ
ル
以
上
の

広
域
交
通
を
意
識
し
た
立
地
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
第
二
章
で
み
た
出
雲
国
の
郡
家
立
地
と
も
共
通
す
る
特
色
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
前
節
で
み
た
郡
家
遺
跡
で
は
、
次
の
よ
う
な
出
雲
国
の
郡
家
立
地
と
の
相
違
点
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
出
雲
国

の
帯
駅
路
郡
（
意
解
・
出
雲
・
神
門
・
島
根
）
の
郡
家
は
い
ず
れ
も
駅
路
沿
い
の
立
地
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
帯
駅
路
郡
の
郡
家
は

必
ず
し
も
駅
路
に
近
接
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
前
節
で
み
た
帯
駅
路
郡
の
事
例
で
は
、
武
蔵
国
豊
島
郡
家
に
つ
い
て
は
駅
路
沿
い
に
立
地
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
陸
奥
国
白
河
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郡
家
や
美
濃
国
武
義
郡
家
な
ど
は
推
定
駅
路
よ
り
も
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
た
っ
て
立
地
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
江
国
粟
太
郡
家
付
近
に
は
　
劉

東
海
道
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
長
岡
京
遷
都
以
降
の
駅
路
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
長
岡
京
遷
都
以
前
に
栗
太
郡
内
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

通
過
し
た
駅
路
は
、
郡
家
よ
り
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
想
定
さ
れ
る
東
山
道
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
栗
太
郡
家
に
つ
い
て
も

基
本
的
に
は
駅
路
か
ら
隔
た
っ
て
立
地
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
節
で
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
が
、
同
様
に
帯
駅
路
郡
に
あ
っ
て
駅
路
か
ら

離
れ
て
立
地
し
た
郡
家
と
し
て
は
、
他
に
も
静
岡
県
の
御
子
ヶ
谷
遺
跡
（
駿
河
国
志
太
郡
家
）
や
郡
遺
跡
（
駿
河
国
益
頭
郡
家
）
、
栃
木
県
の
塔
法
．

田
遺
跡
・
中
村
遺
跡
（
下
野
国
芳
賀
郡
家
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
帯
駅
路
郡
の
郡
家
は
駅
路
か
ら
離
れ
て
立
地
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
駅
路
は
必
ず
し
も
郡
家
の
立
地
を
規
定
す
る
要
素
で
は

な
か
っ
た
。
直
線
的
な
計
画
道
路
の
全
国
的
な
施
行
時
期
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
発
掘
成
果
か
ら
七
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
と
の
見
方
が
強

　
　
　
　
⑮

ま
っ
て
お
り
、
駅
路
の
整
備
は
七
世
紀
末
頃
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
全
国
的
な
郡
家
の
創
設
に
先
ん
じ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
駅
路
が
郡
家
立
地
を
規
定
す
る
要
素
と
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
両
者
の
性
質
の
差
異
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
郡
家
は
郡
内
の
行
政
・
司
法
・
徴
税
に
携
わ
る
在
地
支
配
の
拠
点
的
施
設
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
十
分
に
果
た
す
た
め

に
は
、
郡
（
評
）
成
立
以
前
か
ら
存
在
す
る
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
に
近
接
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
～
方
、
駅
路
は
中

央
と
地
方
を
連
絡
す
る
国
家
レ
ベ
ル
の
新
し
い
交
通
体
系
で
あ
り
、
目
的
地
に
至
る
最
短
ル
ー
ト
を
指
向
し
、
と
り
わ
け
平
野
部
に
お
い
て
は

既
存
の
交
通
路
や
集
落
と
は
無
関
係
に
直
線
的
計
画
道
路
が
敷
設
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
駅
路
は
必
ず
し
も
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
に
一
致

す
る
と
は
限
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
郡
家
が
駅
路
か
ら
離
れ
て
立
地
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
駅
路
が
各
地
域
の
幹

線
交
通
路
を
も
と
に
整
備
さ
れ
た
場
合
や
、
そ
の
よ
う
な
幹
線
交
通
路
と
し
て
機
能
し
う
る
場
合
に
は
、
郡
家
は
駅
路
に
近
接
し
た
立
地
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
郡
家
の
占
地
に
際
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
に
近
接
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
駅
路
に
近
接
す
る
こ
と
自
体
は
、
郡
家
の
立
地
条
件
と
し
て
は
二
次
的
な
条
件
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。



律令時代の郡家立地に関する一一考察（門井）

　
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
郡
家
立
地
に
関
し
て
は
、
従
来
、
国
府
と
の
交
通
の
便
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
前
章
で

み
た
出
雲
国
の
郡
家
立
地
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
事
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
武
蔵
国
都
筑
郡

家
は
国
府
の
置
か
れ
る
多
摩
郡
方
面
で
は
な
く
、
相
模
国
－
下
総
国
方
面
に
通
じ
る
後
の
東
海
道
駅
路
沿
い
に
立
地
し
、
美
濃
国
武
義
郡
家
も

国
府
の
置
か
れ
る
不
破
郡
方
面
に
通
じ
る
東
山
道
駅
路
（
支
路
）
沿
い
で
は
な
く
、
尾
張
国
方
面
へ
と
流
下
す
る
長
良
川
沿
い
に
立
地
す
る
な

ど
、
必
ず
し
も
国
府
と
の
交
通
の
便
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
郡
家
立
地
に
関
し
て
従
来
の
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
国
府
と
の
交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
郡
家
の
一
般
的
な
創
設
時
期

は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
め
頃
と
さ
れ
、
一
方
、
国
府
の
全
國
的
な
創
設
時
期
に
つ
い
て
は
第
H
四
半
期
を
中
心
と
す
る
八
世
紀
前
半
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

八
世
紀
中
頃
に
か
け
て
の
時
期
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
　
般
的
に
は
郡
家
の
造
営
が
国
府
の
造
営
に
先
行
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
各
地
の
郡
家
遺
跡
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
出
雲
国
の
場
合
と
同
様
、
い
ず
れ
も
そ
の
周
辺
に
隣
接
す
る
国
郡
へ
連
絡
す

る
交
通
路
の
通
過
が
想
定
さ
れ
、
郡
レ
ベ
ル
以
上
の
広
域
交
通
が
意
識
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
帯
駅
路
郡
の
郡
家
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
駅
路
に
近
接
し
て
立
地
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
創
設
さ
れ
た
郡
家
に
は
国
府
と
の
交
通
の

便
に
優
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
事
例
も
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
出
雲
国
の
郡
家
立
地
と
の
相
違
点
も
あ
り
、
郡
家
の
占
地
に
際
し
て
は
、
あ

く
ま
で
も
各
地
域
に
お
け
る
幹
線
交
通
路
沿
い
に
立
地
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

，
そ
の
意
味
で
は
、
本
章
の
冒
頭
で
筆
者
は
、
近
隣
の
郡
家
や
国
府
と
の
連
絡
に
優
れ
た
位
置
に
あ
る
出
雲
国
の
郡
家
立
地
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
国
内
交
通
路
網
に
お
け
る
諸
郡
家
の
有
機
的
配
置
が
意
図
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
と
し
た
が
、
実
態
と
し
て
は
、
む
し
ろ
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

地
域
の
幹
線
交
通
路
沿
い
に
諸
郡
家
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
立
地
に
な
っ
た
と
み
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

2
　
郡
家
の
移
転
と
施
設
配
置

　
郡
家
遺
跡
の
造
営
期
間
に
つ
い
て
は
、
遺
構
の
時
期
決
定
の
根
拠
と
な
る
遺
物
の
年
代
観
が
研
究
者
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
も
あ
っ

29 （29）
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て
必
ず
し
も
確
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
概
ね
七
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
代
に
推
定
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
は
、
創
設

当
初
の
場
所
に
お
い
て
施
設
の
建
替
え
を
し
な
が
ら
郡
家
が
継
続
的
に
造
営
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
一
方
、
出
雲
国
大
原
郡
家
や
常
陸
国
鹿
島
郡
家
の
よ
う
に
、
あ
る
時
期
に
郡
家
が
他
所
か
ら
移
転
し
て
き
た
こ
と
が
史
料
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
ま
た
、
前
節
で
見
た
筑
後
国
御
原
郡
家
は
、
遺
構
・
遺
物
の
状
態
か
ら
八
世
紀
中
頃
～
後
半
に
お
け
る
郡
家
の
移
転

が
想
定
さ
れ
る
事
例
で
あ
っ
た
。
郡
家
の
移
転
が
想
定
さ
れ
て
い
る
事
例
は
他
に
も
下
野
国
芳
賀
郡
家
が
あ
り
、
同
郡
家
に
つ
い
て
は
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

代
に
塔
法
田
遺
跡
か
ら
南
西
＝
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
村
遺
跡
へ
移
転
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
初
現
時
期
が
八
世
紀
以
降
に
推
定

さ
れ
る
郡
家
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
の
郡
山
台
遺
跡
や
郡
遺
跡
の
よ
う
に
薪
郡
成
立
に
と
も
な
う
郡
家
設
置
の
場
合
も
あ
る
が
、
郡
内
他

所
か
ら
の
移
転
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
こ
の
よ
う
に
郡
家
に
は
創
設
当
初
の
場
所
か
ら
他
所
へ
と
移
転
し
た
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

郡
家
移
転
の
直
接
的
な
原
因
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
移
転
後
の
郡
家
立
地
に
は
大
き
く
次
の
腎
虚
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

30　（30）

　
［
圏
府
接
近
型
］

　
国
府
と
の
連
絡
の
上
で
よ
り
有
利
な
位
置
に
移
転
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、
前
節
で
兇
た
筑
後
国
聖
業
郡
家
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
9
図
が
示
す
よ
う
に
同
郡
家
は
移
転
に
よ
っ
て

位
置
的
に
は
筑
後
国
府
へ
と
近
づ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
移
転
前
の
御
原
郡
家
は
、
筑
後
国
府
に
至
る
に
は
少
な
く
と
も
宝
満
川
と

筑
後
川
の
二
つ
の
大
き
な
河
川
を
渡
河
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
移
転
後
の
御
原
郡
家
で
は
、
太
刀
洗
川
沿
い
を
南
下
し
た
も
の
と
す

れ
ば
、
筑
後
川
の
渡
河
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
筑
後
国
府
へ
と
連
絡
し
得
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
新
旧
の
郡
家
所
在
地
が
判
明
し
て
い
る
事
例
で
は
、
他
に
も
常
陸
国
璽
島
郡
家
や
下
野
国
芳
賀
郡
家
な
ど
を
こ
の
タ
イ
プ
に
含
め
る
こ
と
が
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⑲

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
平
安
時
代
前
期
の
陸
奥
国
感
激
郡
家
（
三
十
三
間
堂
遺
跡
）
も
、
旧
郡
家
所
在
地
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

域
内
に
お
い
て
極
め
て
陸
奥
国
府
方
面
に
偏
し
た
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
同
タ
イ
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
［
諸
方
面
連
絡
型
］

　
国
内
諸
方
面
へ
の
連
絡
の
上
で
よ
り
有
利
な
位
置
に
移
転
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、
ま
ず
出
雲
国
大
原
郡
家
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
同
郡
家
は
国
府
か
ら
は
遠
ざ
か
る
方
向
へ
と
移
転
し
て

い
る
も
の
の
、
斐
伊
川
流
域
諸
郡
と
の
交
通
の
便
に
関
し
て
は
む
し
ろ
向
上
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
1
！
表
に
見
え
る
事
例
で
は
、
播
磨
国
明
石
郡
家
や
筑
後
国
御
蚕
郡
家
な
ど
も
こ
の
タ
イ
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
前
者
に
比
定
さ
れ
る
吉
田
南
遺
跡
に
お
け
る
官
衙
施
設
の
造
営
年
代
は
、
奈
良
後
半
期
か
ら
平
安
初
期
に
推
定
さ
れ
、
遺
跡
の
南
方
に
は
蜘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

陽
道
、
西
方
に
は
美
嚢
郡
方
面
に
向
か
う
交
通
路
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
移
転
前
の
明
石
郡
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
同
遺
跡
の
南

東
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
太
寺
廃
寺
付
近
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
旧
明
石
郡
家
付
近
に
も
山
陽
道
の
通
過
が

想
定
さ
れ
る
が
、
明
石
郡
家
は
移
転
に
よ
っ
て
播
磨
国
府
方
面
へ
接
近
す
る
同
時
に
、
山
陽
道
と
美
嚢
郡
方
面
へ
向
か
う
交
通
路
の
分
岐
点
に

位
置
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
後
者
に
比
定
さ
れ
る
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
の
官
衙
的
施
設
の
造
営
年
代
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
九
世
紀
前
半
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
遺
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
当
初
寺
院
で
あ
っ
た
も
の
が
八
世
紀
後
半
に
郡
家
と
な
っ
た
と
の
見
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
は
筑
後
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
渡
河
し
て
膠
原
郡
方
面
に
向
か
う
道
路
と
、
筑
後
川
沿
い
を
山
本
郡
・
竹
野
郡
・
生
葉
郡
方
面
に
向
か
う
道
路
の
分
岐
点
に
位
置
し
て
お
り
、

八
世
紀
後
半
に
御
井
郡
家
の
移
転
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
占
地
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
移
転
後
の
郡
家
立
地
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
み
う
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
郡
家
の
移
転
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、

31 （31）



国
府
と
郡
家
と
の
連
絡
や
郡
家
間
相
互
の
連
絡
と
い
っ
た
国
内
交
通
の
便
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
郡
家
の
移
転
が
一
般

的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
郡
家
遺
跡
の
数
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
事
例
の
存

在
は
、
八
世
紀
以
降
に
は
郡
家
の
交
通
機
能
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
郡
家
の
立
地
の
み
な
ら
ず
、
形
態
に
反
映
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
節
で
み
た
移
転

後
の
筑
後
国
国
原
郡
家
は
、
道
路
を
基
軸
と
し
て
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
が
東
西
に
配
置
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
武
蔵
国
豊
島
郡
家
も
、

移
転
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
八
世
紀
第
E
四
半
期
以
降
、
官
道
が
官
衙
域
内
に
組
込
ま
れ
、
こ
れ
を
基
軸
と
し
て
郡
家
施
設
を
計
画
的

に
配
置
す
る
構
成
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
第
1
！
表
に
み
え
る
豊
前
国
上
毛
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
大
ノ
瀬
下
大
坪
遺
跡
で
は
、
郡
庁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

み
ら
れ
る
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
に
隣
接
し
て
官
道
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
郡
庁
以
外
の
他
施
設
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
官
道
を
基
軸
と
し

た
官
衙
施
設
の
計
画
的
配
置
の
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
現
在
知
り
う
る
事
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
八
世
紀
以
降
の

郡
家
の
中
に
、
交
通
路
を
官
衙
域
内
に
取
り
込
む
形
で
整
備
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
前
節
の
事
例

を
は
じ
め
と
す
る
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
出
現
す
る
郡
家
の
多
く
が
、
交
通
路
に
近
接
し
な
が
ら
も
独
立
的
な
官
衙
域
を
構
成
し
て
い

る
の
と
は
対
照
的
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
郡
家
の
立
地
上
あ
る
い
は
形
態
上
の
変
化
は
、
前
述
し
た
第
豆
四
半
期
を
中
心
と
す
る
八
世
紀
前
半
か
ら
八
世
紀
中
頃
に
お

け
る
国
府
の
成
立
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
国
府
と
い
う
国
内
行
政
拠
点
の
成
立
に
よ
っ
て
、
「
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

司
が
郡
の
行
財
政
な
ど
を
統
轄
す
る
国
郡
制
に
よ
る
律
令
制
的
地
方
支
配
が
名
実
と
も
に
確
立
」
し
、
郡
家
に
お
い
て
は
園
府
と
の
交
通
や
郡

家
間
相
互
の
交
通
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈

　
律
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
郡
に
は
伝
馬
が
配
置
さ
れ
、
任
国
へ
赴
く
国
司
や
移
送
さ
れ
る
罪
人
、
伝
符
を
携
行
す
る
公
使
な
ど
の
迎
送
の
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
天
平
期
の
郡
記
帳
や
正
税
帳
か
ら
は
、
多
様
な
往
来
人
や
部
内
を
巡
行
す
る
国
司
が
、
郡
に
お
い

て
食
糧
の
供
給
を
受
け
て
い
た
こ
と
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
延
暦
二
年
（
七
八
一
一
一
）
伊
勢
国
計
会
帳
か
ら
は
、
国
符
が
郡
か
ら
郡
へ
と
逓
送
さ
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⑳

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
律
令
期
の
郡
に
は
交
通
に
関
わ
る
機
能
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
郡
家
に
お
い
て
果

た
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
交
通
機
能
は
国
府
の
成
立
以
前
か
ら
郡
家
に
備
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
郡
家
が
交
通
路
に
近

接
し
て
立
地
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
交
通
機
能
が
郡
家
に
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
成
立
を
み
た
郡
家
は
、
あ
く
ま
で
も
各
地
域
の
幹
線
交
遇
路
沿
い
に
立
地
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
国
内
交
通
の
便
が
特
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
八
世
紀
以
降
の
郡
家
の
移
転
や
道

路
を
基
軸
と
し
た
施
設
配
置
へ
の
変
化
は
、
国
府
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
国
内
交
通
路
盤
上
に
改
め
て
郡
家
を
位
置
づ
け
る
側
面
を
有
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
①
吉
出
晶
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
王
、
三
〇
　
　
書
店
、
一
九
一
五
、
六
五
頁
。

　
　
四
⊥
二
〇
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
前
掲
⑧
a
、
九
五
頁
。
前
掲
⑧
c
、
六
五
頁
。

　
②
同
遺
跡
の
概
要
は
、
宮
城
県
宮
崎
町
教
育
委
員
会
『
東
山
薄
陽
X
n
』
、
一
九
　

⑩
山
田
安
彦
「
陸
奥
国
㎏
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
H
無
大
明
堂
、

　
　
九
入
。
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
八
、
九
九
頁
。

　
③
井
上
通
泰
『
上
代
歴
史
地
理
新
考
触
東
山
道
、
三
省
堂
、
｝
九
四
三
、
四
七
九
　
⑪
『
日
本
後
紀
腕
弘
仁
二
年
（
八
＝
）
四
月
二
二
日
条

　
　
－
四
八
○
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫
『
枕
草
子
』
糊
八
雲
集
勧
『
回
羅
雑
記
幽

　
④
宮
城
県
教
育
委
員
会
『
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
六
集
歴
史
の
道
調
　
⑬
欄
灌
木
集
眺

　
　
査
報
告
書
臨
一
九
八
○
、
四
一
－
四
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭
近
年
の
発
掘
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
同
遺
跡
は
正
殿
と
考
え
ら
れ
る
大
形
掘
立

　
⑤
宮
崎
町
の
郷
土
史
家
猪
俣
哲
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
中
冬
か
ら
丘
陵
緩
斜
　
　
柱
跡
を
中
心
と
し
、
溝
と
築
地
に
よ
る
内
郭
・
外
郭
の
二
重
の
区
画
を
持
つ
こ
と

　
　
面
を
上
が
り
出
品
県
尾
花
沢
市
へ
向
か
う
こ
の
道
は
、
近
世
に
出
羽
街
遵
と
称
さ
　
　
　
　
　
が
判
明
し
て
い
る
。
（
福
島
県
教
育
委
員
会
『
関
和
久
上
町
遺
跡
X
』
　
一
九
九

　
　
れ
て
い
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
）
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
遺
跡
に
つ
い
て
は
白
河
郡
家
の
郡
庁
と
し
て
機
能
し
て

　
⑥
　
同
遺
跡
の
概
要
は
、
福
島
県
教
育
委
員
会
明
開
和
久
遺
跡
歴
一
九
八
五
。
に
よ
　
　
　
　
　
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
関
和
久
遺
跡
は
正
倉
を
中
心
と

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
郡
家
の
｝
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
の
役
割
を
掴
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

　
⑦
噸
延
喜
式
臨
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
　
　
　
　
　
　
　

る
。

　
⑧
a
吉
田
東
伍
嘱
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
七
巻
奥
羽
、
冨
山
麗
、
一
九
〇
〇
、
七
　

⑮
前
掲
⑥
、
五
頁
。

　
　
三
頁
。
b
井
上
　
前
掲
③
、
三
一
〇
頁
。
c
大
槻
如
電
『
駅
路
通
眠
上
巻
、
西
東
　
　
　
　
⑯
　
岡
遺
跡
の
概
要
は
、
本
田
勉
「
鹿
島
の
郡
衙
」
、
茂
木
雅
博
編
『
風
土
記
の
考
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古
学
①
常
陸
国
風
土
記
の
巻
幅
早
成
社
、
一
九
九
四
。
に
よ
る
。

⑰
『
常
陸
國
風
土
記
幅
行
方
郡
条
の
曽
尼
駅
に
つ
い
て
記
す
箇
所
に
「
向
香
島
陸

　
之
駅
道
也
」
と
あ
る
。

⑱
　
な
お
、
板
来
駅
は
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
廃
止
さ
れ
て
お
り
（
噸
日
本
後

　
紀
扁
弘
仁
六
年
｝
二
月
条
）
、
以
降
、
薬
取
神
宮
参
詣
路
は
駅
路
と
し
て
は
機
能

　
し
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
問
遺
跡
の
概
要
は
、
a
中
島
広
顕
「
武
蔵
岡
豊
島
郡
衙
の
構
造
と
変
遷
」
古
代

　
史
研
究
…
一
　
、
…
九
九
三
。
b
同
「
武
蔵
国
豊
島
郡
衙
と
農
島
駅
漏
古
代
交
通
研

　
究
七
、
　
一
九
九
七
。
に
よ
る
。

⑳
前
掲
⑲
b

⑳
　
中
島
広
顕
は
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
の
記
事
に
見
え
る
武
蔵
麟
豊
島
駅

　
を
同
遺
跡
に
求
め
、
駅
家
が
郡
家
に
併
設
さ
れ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る

　
（
前
掲
⑱
b
）
。
な
お
、
『
延
喜
式
』
段
階
の
東
海
道
駅
路
に
つ
い
て
は
従
来
、
荏

　
原
郡
大
井
駅
か
ら
東
京
湾
沿
い
に
北
上
し
、
隅
田
川
河
目
付
近
を
渡
河
し
て
下
総

　
国
府
に
向
か
う
ル
ー
ト
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
豊
島
駅
は
浅
草
付
近
に
求
め
ら
れ

　
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
中
島
は
豊
島
郡
家
が
九
世
紀
代
で
終
息
す
る
と

　
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
枇
紀
前
後
に
豊
島
駅
が
移
転
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

⑫
　
同
遺
跡
の
概
要
は
、
大
川
清
・
大
野
瀬
敏
「
長
者
原
遺
跡
－
都
筑
郡
衙
推
定
地

　
一
の
調
査
」
鰭
本
歴
史
四
〇
六
、
一
九
八
二
、
に
よ
る
。

⑬
　
　
『
続
臼
本
紀
舗
宝
亀
二
年
一
〇
月
二
七
日
差

⑳
　
秋
山
元
秀
「
武
蔵
国
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
撫
1
、
大
明

　
堂
、
一
九
七
八
、
一
七
〇
一
一
七
二
頁
。
木
下
良
「
東
海
道
」
、
木
下
良
編
『
古

　
代
を
考
え
る
　
古
代
道
路
隔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
、
六
七
－
六
九
頁
。

⑳
　
岡
選
跡
の
概
要
は
、
「
弥
勒
寺
東
踏
跡
第
五
次
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」

　
…
九
九
八
。
田
中
弘
志
門
弥
勒
寺
東
遺
跡
（
美
濃
国
武
義
郡
衙
）
の
調
査
㎏
（
｝

　
九
九
九
年
　
条
里
制
研
究
会
大
会
発
表
資
料
）
。
に
よ
る
。

⑯
　
野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
の
研
究
隔
吉
川
弘
文
館
、
　
九
七
〇
。

⑳
　
　
『
新
修
関
魚
鋤
畠
桶
一
中
ん
楓
川
、
　
｝
・
兀
九
鵡
ハ
、
　
晶
ハ
｝
九
頁
。

⑳
　
長
瀬
　
仁
「
弥
勒
寺
東
遺
跡
1
1
武
義
郡
衙
説
に
つ
い
て
1
こ
組
史
学
か
ら
の
試

　
臨
剛
…
」
岐
皇
師
史
学
九
一
、
　
一
・
九
・
九
山
ハ
。

⑳
牟
王
都
氏
に
つ
い
て
は
、
立
春
早
朝
の
一
水
供
御
の
宮
廷
儀
式
に
関
与
し
て
い

　
た
こ
と
が
『
延
喜
式
』
主
水
司
に
記
さ
れ
て
い
る
。
長
瀬
に
よ
れ
ば
、
こ
の
儀
式

　
は
『
続
珊
本
紀
㎞
養
老
元
年
（
七
一
七
）
一
二
月
丁
亥
条
に
記
さ
れ
る
美
濃
国
か

　
ら
の
謡
曲
貢
納
が
や
が
て
形
式
化
し
宮
中
行
事
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
牟
義

　
都
氏
と
水
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
示
峻
的
と
い
え
る
。

⑳
　
岡
遺
跡
の
概
要
は
、
栗
東
町
教
育
委
員
会
開
岡
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
　
【

　
次
・
二
次
・
三
次
調
査
撫
　
一
九
九
〇
。
に
よ
る
。

⑳
　
足
利
健
亮
『
日
本
古
代
地
理
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
五
、
三
三
三
一
三
三
八

　
頁
。

⑫
前
掲
⑳
。

⑳
　
隅
遺
跡
の
概
要
は
、
a
開
小
郡
市
雪
輪
第
一
巻
　
通
史
編
　
地
理
・
原
始
・
古

　
代
、
皿
九
九
六
。
b
宮
田
浩
之
「
筑
後
国
御
玉
郡
衙
1
」
考
古
学
ジ
ャ
…
ナ
ル
四

　
一
八
、
一
九
九
七
。
に
よ
る
。

⑭
　
木
下
良
門
肥
前
国
隣
、
藤
岡
謙
二
郎
編
糊
古
代
日
本
の
交
通
路
隔
W
、
大
明
堂
、

　
七
二
”
七
四
頁
。

⑮
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
一

　
一
　
小
郡
市
所
在
蒲
伏
遺
跡
の
調
査
睡
　
一
九
八
七
。

⑳
　
山
村
儒
榮
「
大
宰
府
周
辺
の
道
路
遺
構
偏
季
刊
考
古
学
四
六
、
一
九
九
四
。

⑳
　
福
下
県
教
育
委
員
会
『
九
州
横
断
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
嘗
二

　
六
　
禰
岡
県
三
井
郡
大
刀
洗
町
所
在
宮
巡
遺
跡
・
春
園
遺
跡
・
十
三
塚
遺
跡
睡
　
一

　
九
九
三
。

⑲
前
掲
⑳
a
、
八
二
〇
一
八
二
一
頁
。
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⑳
　
松
村
一
良
「
酉
海
道
の
官
篠
と
集
落
」
、
明
新
版
古
代
の
日
本
』
第
三
巻
　
九

　
州
・
沖
縄
、
角
川
書
唐
、
　
一
九
九
一
。

⑩
　
太
刀
洗
町
教
育
委
員
会
輔
太
刀
洗
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
集
　
下
高
橋

　
馬
屋
元
遺
跡
』
　
一
九
九
七
、
　
一
三
頁
。

⑪
福
岡
県
教
育
委
員
会
『
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
第
＝
二
三
集
下
高
橋
馬
膿

　
元
遺
跡
（
2
）
』
　
～
九
九
八
、
九
頁
。

⑫
薗
掲
⑳
、
九
｝
1
九
二
頁
。

⑬
前
掲
⑪
、
九
一
一
九
二
頁
。

⑭
　
前
掲
⑳
、
｝
三
頁
。

⑮
　
里
村
太
一
噸
日
本
古
代
国
家
と
計
画
道
路
匝
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
九
六
、
六
〇

　
1
六
…
頁
。

⑯
　
第
　
章
　
下
掲
③
、
三
八
八
一
三
八
九
頁
。

⑰
　
先
に
引
賦
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
臨
巻
末
記
に
み
え
る
「
国
の
庁
、
意
宇
の
郡

　
家
」
（
原
文
「
国
庁
意
宇
郡
家
」
）
と
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
廻
国
庁
た
る
意
宇
郡

　
鳥
偏
と
解
し
、
魍
風
土
記
翫
編
纂
時
に
お
い
て
出
雲
圏
庁
は
独
立
し
て
存
粧
せ
ず
、

　
意
宇
郡
家
に
併
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
青
木
和
夫
哩
日
本
の
歴
史

　
5
　
古
代
豪
族
臨
小
学
館
、
一
九
七
四
、
一
〇
七
頁
）
。
こ
れ
を
妥
当
と
す
る
な

　
ら
ば
、
『
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
出
雲
寺
の
郡
家
立
地
と
は
、
基
本
的
に
は
国
府

　
成
立
以
前
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑱
　
高
井
悌
三
郎
「
北
関
東
の
古
代
官
篠
跡
」
仏
教
芸
術
一
二
四
、
一
九
七
九
。

⑲
　
た
だ
し
、
移
転
後
の
鹿
島
郡
家
に
つ
い
て
は
、
欄
常
陵
国
風
土
記
臨
の
編
纂
時

　
期
と
の
関
連
か
ら
、
七
…
○
年
代
に
は
造
営
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
お

　
り
（
前
掲
⑮
　
二
四
一
頁
）
、
鹿
島
郡
家
の
移
転
疇
に
常
陸
国
府
が
成
立
し
て
い

　
た
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。

⑭
　
御
原
郡
家
・
芳
賀
郡
家
の
移
転
先
に
比
定
さ
れ
る
下
高
橋
遺
跡
・
中
村
遺
跡
で

　
は
、
郡
家
移
転
以
前
か
ら
官
衙
的
施
設
が
造
営
さ
れ
て
お
り
、
移
転
に
際
し
て
郡

　
家
施
設
と
し
て
の
拡
充
整
備
が
図
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全

　
く
新
規
に
郡
家
の
設
羅
場
所
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
少
な

　
く
と
も
こ
れ
ら
の
先
行
官
衙
的
施
設
が
上
記
の
よ
う
な
交
通
条
件
に
あ
っ
た
こ
と

　
も
郡
家
移
転
先
決
定
の
｝
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
田
辺
昭
三
「
古
代
の
地
方
官
衙
跡
i
推
定
明
石
郡
衙
跡
の
発
掘
i
扁
臼
本

　
美
術
工
芸
西
八
五
、
…
九
七
九
。

㊥
　
山
中
敏
史
門
遺
跡
か
ら
み
た
郡
徳
の
構
造
し
狩
野
久
編
明
日
本
古
代
の
都
城
と

　
国
家
臨
塙
書
房
、
｝
九
八
四
、
㎜
○
烈
頁
。

㊥
　
園
井
正
隆
「
筑
後
爆
御
蔵
郡
衙
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
一
八
、
一
九
九
七
。

⑭
　
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
南
地
区
で
は
八
世
紀
中
頃
か
ら
｝
～
世
紀
初
頭
の
道
路
分
岐
点

　
遺
構
（
道
幅
二
⊥
ニ
メ
ー
ト
ル
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
（
天
魔
⑫
）

⑳
矢
野
和
昭
「
豊
前
国
上
毛
郡
衙
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
一
八
、
一
九
九
七
。

　
新
吉
富
村
教
育
委
員
会
『
大
ノ
瀬
下
大
坪
遺
跡
丑
　
新
吉
富
村
文
化
財
調
査
報
告

　
害
　
第
＝
集
』
、
㎜
九
九
八
。

＠　dy　＠e＠

第
一
章
　
前
掲
③
、
三
八
九
頁
。

厩
牧
令
罎
駅
馬
粂

『
令
義
解
臨
厩
牧
令
罎
駅
馬
条

公
式
令
給
駅
伝
馬
条

鐘
江
浩
之
「
集
会
帳
に
見
え
る
八
世
紀
の
文
書
伝
達
」
史
学
雑
誌
一
〇
二
一
二
、

【
九
九
三
。
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四
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
『
出
雲
国
風
土
記
撫
と
各
地
の
郡
家
遺
跡
の
検
討
を
通
じ
て
、
律
令
時
代
の
郡
家
立
地
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
以
下
、
本
稿

の
考
察
結
果
を
ま
と
め
、
結
び
と
し
た
い
。

　
出
雲
国
の
郡
家
は
い
ず
れ
も
、
近
隣
の
郡
家
お
よ
び
国
府
へ
と
通
じ
る
交
通
路
沿
い
に
立
地
し
、
広
域
交
遇
に
優
れ
た
地
点
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
雲
国
の
郡
家
は
郡
内
諸
郷
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
点
で
も
有
利
な
位
置
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
郡
家
の
占
地
の
際
に

郡
内
交
通
の
便
も
あ
る
程
度
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
郡
内
諸
郷
の
分
布
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
郡
家
の
占
地
に

際
し
て
は
、
ま
ず
広
域
交
通
の
便
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
上
で
郡
内
交
通
の
便
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
出
雲
国
で
は
、
国
府
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
国
内
交
通
路
網
上
に
諸
郡
家
が
有
機
的
に
配
置
さ
れ
る
構
造
が
顕
著
に
見
て
取

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
郡
家
配
置
は
郡
家
建
設
濫
飲
か
ら
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
各
地
の
郡
家
遺
跡
の
立

地
を
検
討
す
る
と
、
国
府
成
立
以
前
の
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
創
設
さ
れ
た
郡
家
に
関
し
て
は
、
国
府
や
近
隣
郡
家
と
の
交
通
の
便
と

い
う
よ
り
も
、
広
域
交
通
路
沿
い
に
立
地
す
る
こ
と
自
体
が
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
広
域
交
通
路
と

は
、
在
来
の
交
通
路
で
あ
っ
た
り
、
駅
路
で
あ
っ
た
り
、
河
川
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
と
し
て
機
能

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
出
雲
国
の
郡
家
に
し
て
も
、
個
別
的
に
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
沿
い
に
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
結
果

的
に
国
内
交
通
路
網
に
お
け
る
郡
家
の
有
機
的
な
配
置
の
実
現
に
至
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
一
方
、
郡
家
立
地
に
お
い
て
国
内
交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
H
四
半
期
を
中
心
と
す
る
八
世
紀
前
半
か
ら
八
世
紀

中
頃
に
か
け
て
の
全
国
的
な
国
府
の
成
立
期
以
降
と
み
ら
れ
、
国
郡
支
配
体
綱
が
確
立
さ
れ
て
い
く
中
で
、
国
府
－
郡
家
間
交
通
や
郡
家
間
交

通
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
八
世
紀
以
降
の
郡
家
の
中
に
は
、
国
府
や
国
内
諸
方
面
へ
の
連
絡
の
上
で
よ
り
有
利
な
位
置
へ

と
移
転
す
る
事
例
や
、
交
通
路
を
基
軸
と
し
た
施
設
配
置
が
と
ら
れ
る
事
例
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
郡
家
の
立
地
上
な
い
し
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形
態
上
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
国
府
を
中
心
と
す
る
国
内
交
通
路
上
上
に
改
め
て
郡
家
を
位
置
づ
け
る
側
面
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。　

以
上
が
本
稿
の
各
層
の
ま
と
め
で
あ
る
。
従
来
、
郡
家
立
地
に
つ
い
て
は
、
漠
然
と
交
通
路
と
の
近
接
関
係
が
唱
え
ら
れ
、
郡
家
建
設
の
際

に
考
慮
さ
れ
た
条
件
に
つ
い
て
は
、
国
府
や
他
の
郡
家
と
の
交
通
の
便
や
、
郡
内
交
通
の
便
と
い
っ
た
条
件
が
並
学
的
に
推
定
さ
れ
る
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
①
郡
家
建
設
の
際
に
は
、
第
～
に
一
郡
レ
ベ
ル
以
上
の
広
域
交
通
の
便
が
重
視
さ
れ
、
郡
内
交
通
の
便

は
、
郡
家
の
立
地
条
件
と
し
て
は
副
次
的
条
件
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
国
府
成
立
以
前
に
創
設
さ
れ
た
郡
家
に
つ
い
て
は
、
国
の
領

域
的
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
沿
い
に
立
地
し
た
み
ら
れ
る
こ
と
、
③
国
府
の
成
立
以
降
、
国
府
を
中
心
と
す
る
国
内

交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。
と
く
に
②
か
ら
③
へ
の
変
化
は
、
国
郡
制
に

よ
る
重
層
的
地
方
支
配
体
制
の
整
備
過
程
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
郡
家
立
地
に

関
し
て
は
一
郡
レ
ベ
ル
以
上
の
交
通
の
便
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
郡
（
評
）
と
い
う
地
方
行
政
単
位
が
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
る
一
元
的
領
域
支
配
の
末
端
を
担
う
行
政
区
画
と
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
政
拠
点
と
は
当
然
、
中
央
政
府
や
近
隣

地
域
と
の
連
絡
に
優
れ
た
地
を
選
ん
で
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
五
〇
〇
以
上
に
の
ぼ
る
律
令
期
の
郡
の
総
数
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
で
言
及
し
え
た
郡
家
は
ほ
ん
の
～
例
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
既
に

知
ら
れ
る
郡
家
遺
跡
に
し
て
も
、
そ
の
性
格
や
存
続
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
本
稿
は
限
ら

れ
た
事
例
の
中
で
推
測
を
重
ね
た
一
試
論
で
あ
り
、
調
査
事
例
の
増
加
を
待
っ
て
今
後
も
検
討
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
郡
家
は
必
ず
し
も
郡
内
の
一
ヶ
所
の
み
で
行
政
・
交
通
に
間
わ
る
全
て
の
機
能
を
果
た
し
得
た
わ
け
で
は
な
く
、
郡
家
関
連
施
設
が

郡
内
他
所
に
分
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
十
分
半
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
関
連
し
て
い
え
ば
、
近
年
、
郡
に
お
け
る
伝
馬
や
食
糧
の
供
給
機
能
が
注
目
さ
れ
、
律
令
制
下
の
交
通
制
度
に
お
い
て
、
郡
と
駅
が
相
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
別
個
の
交
逓
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
伴
い
、
古
代
交
通
体
系
に
つ
い
て
も
、
郡
家
問
を
結
ぶ
交
通
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③

路
を
電
路
と
称
し
、
駅
路
と
対
比
す
べ
き
概
念
と
し
て
提
示
す
る
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
郡
家
関
連
施
設
が
分
麗
さ
れ
て
い
た
可

能
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
郡
に
お
け
る
供
給
が
、
は
た
し
て
郡
家
の
み
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ろ
う
。
庶
路
概
念
に
つ
い
て
は
伝
馬
の
運
用
の
側
面
か
ら
疑
問
視
す
る
意
見
も
み
ら
れ
る
が
、
郡
家
と
伝
馬
制
の
具
体
的
関
係
に
つ
い
て
は
な

お
不
明
な
点
も
多
い
。
古
代
地
方
交
通
の
実
態
お
よ
び
古
代
交
通
体
系
に
お
い
て
郡
家
に
期
待
さ
れ
た
機
能
を
解
明
す
る
こ
と
は
今
後
の
検
討

課
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
郡
の
前
身
で
あ
る
評
の
性
格
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
評
領
域
の
成
立
基
盤
と
編
成
　
　

一
九
八
八
、
b
「
日
本
の
古
代
道
路
」
古
代
文
化
四
七
、
～
九
九
五
、
c
「
古
代

　
　
過
程
」
入
文
地
理
五
〇
…
一
、
～
九
九
八
、
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
路
の
複
線
的
性
格
に
つ
い
て
扁
古
代
交
通
研
究
五
、
一
九
九
六
、
④
布
大
樹

　
②
大
日
方
克
己
「
律
令
国
家
の
交
通
制
度
の
構
造
」
日
本
史
研
究
二
六
九
、
一
九
　
　
　
　
　
門
律
令
交
通
体
系
に
お
け
る
駅
路
と
伝
路
」
史
学
雑
誌
一
〇
五
－
三
、
｝
九
九
六
。

　
　
八
五
。
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The　Location　of　County　Seats　in　Ancient　Japan

by

KADol　Naoya

　　It　has　been　pointed　out　that　county　seats　in　ancient　Japan　tend　to　be　located　at

a　convenient　place　for　the　trathc．　But　previous　studies　have　only　mentioned　the

neighboring　location　to　roads．　These　have　not　discussed　the　detaits　about　of　the

accessibdity　to　major　roads　or　waterways　yet．　By　exarnining　‘lzumonooleuni－

Fudoki’　（an　ancient　topographical　descripljon　of　the　Province　of　lzumo）　and　the

iocation　of　ru血s　of　couny　govemmenta至faciHties，　this　paper　w至皿　argue　that　the

most　important　requirement　of　the　location　was　the　accessibthty　to　outside　counies

rather　than　withn　the　country．　lt　seems　that　maRy　couny　govemments　founded

before　the　establishment　of　provincial　capitals，　teRded　to　be　located　at　the　trunk　of

the　road　in　each　traditional　area，　without　considering　the　regions　of　the　province．

Presumably，　it　was　after　the　estabtishment　of　provincial　capitails　that　the

accessibdity　within　a’　province　became　importaRt．

Philanthropy　in　Modern　England

by

KANAZAWA　Shusaku

　　Since　the　middle　of　the　18tii　century，　England　had　seen　the　rapid　increase　of

various　phiianthropic　activities．　The　sick，　the　poor，　b｝ack　slaves，　and　eveR　animals，

were　assisted，　saved，　or　liberated，　not　by　the　central　or　local　authortties，　but　by

voluntary　charities．　This　paper　will　consider　the　significance　of　such　activities　in

Engksh　society丘om　the　1750s　to　1850s．

　　The　Studies　of　English　philanthropy　have　recently　increased　since　the　imtations

of　the　welfare　state　system，　which　is　regarded　as　more　advanced　than

（！70）




